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令和７年第１回五城目町議会定例会議事日程［第３号］ 

令和７年３月１２日（水）午前１０時００分開議 

 

１ 開会（開議）宣告 

２ 議事日程 

   日程第 １ 一般質問（４名） 

   日程第 ２ 議案第 ４号 損害賠償の額を定めることについて 

   日程第 ３ 議案第 ５号 損害賠償の額を定めることについて 

   日程第 ４ 議案第 ６号 損害賠償の額を定めることについて 

   日程第 ５ 議案第 ７号 工事請負変更契約の締結について 

                ・令和５年災 廣徳寺橋橋梁災害復旧工事（橋台撤去、 

                 新設工事） 

   日程第 ６ 議案第 ８号 工事請負変更契約の締結について 

                ・令和５年災 廣徳寺橋橋梁災害復旧工事（上部工） 

   日程第 ７ 議案第 ９号 刑法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例 

                の整理に関する条例制定について 

   日程第 ８ 議案第１０号 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者 

                の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の 

                一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関 

                する条例制定について 

   日程第 ９ 議案第１１号 五城目町特別職の職員の給与並びに旅費に関する条例 

                等の一部を改正する条例制定について 

   日程第１０ 議案第１２号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条 

                例制定について 

   日程第１１ 議案第１３号 五城目町寿条例の一部を改正する条例制定について 

   日程第１２ 議案第１４号 五城目町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改 

                正する条例制定について 

   日程第１３ 議案第１５号 五城目町避難行動要支援者名簿及び個別避難計画に関 

                する条例制定について 
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   日程第１４ 議案第１６号 五城目町放課後児童健全育成事業による費用の徴収に 

                関する条例の一部を改正する条例制定について 

   日程第１５ 議案第１７号 町道の路線認定について 

   日程第１６ 議案第１８号 専決処分（第１号）の承認を求めることについて 

                ・令和６年度五城目町一般会計補正予算（第８号） 

   日程第１７ 議案第１９号 令和６年度五城目町一般会計補正予算（第９号） 

   日程第１８ 議案第２０号 令和６年度五城目町国民健康保険特別会計補正予算 

                （第３号） 

   日程第１９ 議案第２１号 令和６年度五城目町後期高齢者医療特別会計補正予算 

                （第２号） 

   日程第２０ 議案第２２号 令和６年度五城目町介護保険特別会計補正予算 

                （第３号） 

   日程第２１ 議案第２３号 令和６年度五城目町障害認定事業特別会計補正予算 

                （第１号） 

   日程第２２ 議案第２４号 令和６年度五城目町水道事業会計補正予算（第４号） 

   日程第２３ 議案第２５号 令和６年度五城目町下水道事業会計補正予算（第４号） 

   日程第２４ 議案第２６号 令和７年度五城目町一般会計予算 

   日程第２５ 議案第２７号 令和７年度五城目町国民健康保険特別会計予算 

   日程第２６ 議案第２８号 令和７年度五城目町後期高齢者医療特別会計予算 

   日程第２７ 議案第２９号 令和７年度五城目町介護保険特別会計予算 

   日程第２８ 議案第３０号 令和７年度五城目町障害認定事業特別会計予算 

   日程第２９ 議案第３１号 令和７年度五城目町水道事業会計予算 

   日程第３０ 議案第３２号 令和７年度五城目町下水道事業会計予算 
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令和７年五城目町議会３月定例会会議録  

 

令和７年３月１２日午前１０時００分五城目町議会３月定例会を五城目町役場議場に招集

された。 

１．応招（出席）議員は、次のとおりである。 

   １番 石 井 和歌子          ２番 小 玉 正 範 

   ３番 伊 藤 信 子          ４番 石 川 交 三 

   ５番 中 村   司          ６番 佐 沢 由佳子 

   ７番 石 川 重 光          ８番 松 浦   真 

   ９番 工 藤 政 彦         １０番 椎 名 志 保 

  １１番 斎 藤   晋         １２番 石 井 光 雅 

  １３番 佐々木 仁 茂         １４番 舘 岡   隆 

１．不応招（欠席）議員は、次のとおりである。 

  な し 

１．地方自治法第１２１条の規定により、会議事件説明のため出席を求めた者は、次のと

おりである。 

  町 長   荒 川   滋      副 町 長   澤田石 清 樹 

  教 育 長   畑 澤 政 信      まちづくり課長   柴 田 浩 之 

  税 務 課 長   鳥 井   隆      会 計 管 理 者   石 井 政 幸 

  議会事務局長   千 田 絢 子      農林振興課長   大 石 芳 勝 

  商工振興課長   小 玉 洋 史      建 設 課 長   猿 田 弘 巳 

  学校教育課長   工 藤 晴 樹      生涯学習課長   越 高 博 美 

  住民生活課長   石 井   一      健康福祉課長   舘 岡 裕 美 

  消 防 長   佐々木 貴 仁      総務課課長補佐   小 玉 重 巌 

１．会議書記は、次のとおりである。 

  議会事務局長   千 田 絢 子 

１．会議の開閉時刻、質疑応答は別紙のとおりである。 
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             午前１０時００分 開議 

○議長（石川交三君） おはようございます。 

  本日の議事日程については、タブレットをご覧ください。 

  ただいまの出席議員数１４名、会議は成立いたしました。 

  これより本日の会議を開きます。 

  これより一般質問を行います。 

  本日行う一般質問の発言の順序は、議会運営委員長報告のとおり、１１番斎藤晋議員、

１番石井和歌子議員、２番小玉正範議員、３番伊藤信子議員の順序といたします。 

  １１番斎藤晋議員の発言を許します。１１番斎藤晋議員 

○１１番（斎藤晋君） まず、荒川町長、当選おめでとうございます。当選してすぐの３

月議会ということで大変だと思いますが、何とか一般質問にお答えいただきたいと思い

ます。 

  それでは、通告書に入る前にお願いがありまして、荒川町長の公約がいろいろありま

したけども、私は町民にやさしい行政、町になってほしいなと、それが一番だと思いま

す。もう町民のために、町民にやさしい行政をしていただきたい。その次に災害に強い

町ということで町長がおっしゃった公約の柱にしている、それが来ると思います。その

次は、私前々から言っておりますけども、何々をやってほしいということに関して、「で

きません。」、「金がありません。」というそういう答えが多かった。それから、その

前は「検討します。」と、そういうものが多かった一般質問の答弁だったと思います。

そういうのじゃなく、やはり「できない。」ではなく、何とかしてやってやりたい、町

民のためになるのであればというそういう思いで行政を進めていただきたいと、そうい

うふうに思いますので、まずはじめにそういうことをお話しておきたいと思います。 

  それでは、通告書に従いまして、１番、老人が元気な町・老人が安心して長生きでき

る町にするため、給食サービスの充実をということで題を書いてありますが、これが最

初に言いました町民にやさしい行政というそういうことだと思います。 

  今、高齢化率がもう半分、もしかすると超えているかもしれません、実際の高齢化率。

ということは、住所を残したまま東京に出ていってる方、学生さんもいますし、若い方

が住所そのままということもあります。いろんな面でもう高齢者が半分の町ですので、

高齢者にやさしい町、高齢者だけということでなく、小学校の入学が今年も少ない人数

だと思いますけども、そういう子どもたちが、これから五城目を担う子どもたちにもや
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さしい町になってほしいなというふうに思います。 

  それで１番、小さい１番ですけども、五城目町給食サービスというのがありまして社

会福祉協議会で実施しておりますが、あるお年寄りにこれを、給食サービスあればいい

なと思いまして申請書をもらいに行きましたら、申請書がいっぱい項目があって、その

前に社会福祉協議会のほうでいろいろこう調べたり、いろいろ申請の前にいろいろある

みたいな感じもしました。それで審査が細かすぎるんではないのかなと。お願いすれば、

もう年齢が年齢であればもうすぐできるのではないのかなというふうに思いますし、独

居老人、それから老人が２人とかそういう世帯が今非常に増えてきております。そうい

う中で、この給食サービスっていうのは重要になってくると思います。しかし、小さい

２番、３番、４番とこうありますけど、その中に出てきますけども、その老人に合わせ

たやっぱり給食サービスが必要だとも思います。 

  まず１番目、この申請審査、これが細かすぎるのではないのかなと。もうちょっと緩

やかに、必要な人に必要な時にこう給食サービスが受けられる、そういうシステムにな

らないのかなと、そういうことで１番の答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（石川交三君） 執行部の答弁を求めます。荒川町長 

○町長（荒川滋君） １１番斎藤晋議員にお答えいたします。 

  その申請書を私もこの間、この目で見たんですけども、斎藤議員と全く同じ感想を持

ちました。事業を利用しやすくするため、申請書の内容を見直し、令和７年４月からは

簡素化して利用促進を図ってまいりたいと思います。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） 斎藤議員 

○１１番（斎藤晋君） ありがとうございます。やはり私の知り合いのご老人は８９歳、

８８歳ですか、あの申請を見た途端に、あ、私書けませんって、そういうふうにおっし

ゃいましたし、私も見て、何を書けばいいのかなというふうに迷いました。それで、今

その申請書はファイルに入ったまま私のうちにあります。ですから、その老人が申請を

出さないですから給食サービスが受けられておりません。 

  ２番の問題ですけども、社協に行ってこういろいろ伺いましたら、そのサービスを受

けてるのが２０人から２３人ぐらいだというふうにお話がありました。それで、申請を

もっと簡素化して利用者を増やすべきではないのかなと。で、そういう給食サービスを

待っているご老人がもっと多いはずなんです。ですからもっと広めて、そういうサービ
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スを徹底してやれれば、もっとご老人も楽ではないのかと、そういうふうに思いますの

で、利用者を増やすべきだと思いますが、いかがなもんでしょうか。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  まずこの質問の要旨の中に、増えれば困るのかという括弧書きもあります。そのこと

について、まず増えて困るということはございません。そして、先ほどの答弁と重複し

ますが、申請書の内容を見直し、簡素化するとともに、町内会の集まりや民生委員の会

議などで事業を周知し、お弁当を必要としている方へ提供していきたいと思っておりま

す。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） 斎藤議員 

○１１番（斎藤晋君） 何とかそういうふうにしていただければというふうに思います。 

  その弁当の内容についてもちょっとお話しなければいけないと思いますが、個人に合

わせたそういう弁当ができないのかなと。ということは、ご老人やっぱりいろんな持病

を持っていらっしゃいます。糖尿の方もいらっしゃるでしょうし、高血圧の方もいらっ

しゃるだろうし、いろんな病気があると思いますけども、その老人に合わせたような弁

当ができないのかなと。これはもう大変なことだと思います。一般業者でできるかでき

ないかっていうことを考えれば、もしかするとできないかもしれません。でも、やっぱ

りそのぐらいこう細やかに老人のことを考えてやるべきだと思います。 

  で、その献立について栄養士の指導を受けているのか、指導しているのかについてお

伺いしたいと思います。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  配食事業を実施している民間の事業者は少ない状況であります。栄養管理がされたお

弁当の提供は必要ではありますが、業者に対する要求のハードルが高くなることで参加

事業者が不足またはなくなる懸念がありますので、そこを考慮しながら、少しでも利用

者の状況や意向に沿えるよう努めてまいります。 

  なお、栄養士の指導は受けておりません。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） 斎藤議員 
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○１１番（斎藤晋君） 私の友人も、同級生も、そういう給食サービスではないですけど

も、ある業者から弁当を取って毎日暮らしておりました。ということは、人工肛門をつ

けたりいろいろしている友達、友人でして、食べられるもの、食べられないもの、そう

いうものもありますし、年齢も年齢ですので血圧が高かったりいろいろしておりました。

その中で、その業者さんがもうやめてしまってどうしようかというようなことを話して

おりました。やっぱりそういう老人、病人に対してもいいような給食にしてやれればい

いのかなというふうに素直に思ったのでお伺いしたいと思いますけども、町の補助金、

事務手数料を含んでも少ないと思いますが、利用者が増えれば増額するかということを

お伺いしたいと思います。 

  それと５番目、これはお金に関することですので一緒にお伺いしますけども、弁当を

提供しているのが農協と五城館ということで伺っております。それを見ますと弁当の料

金が違います。でも受け取る方はその料金一緒だと思いますけども、それはどうしてそ

ういうふうになってるのかについてお伺いしたいと思います。業者の言いなりになって

その料金をやってるのかなと、そういうふうにも思いますけども、その内情についてお

話いただければというふうに思います。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  まずは（４）番、必要な方々へ提供するものでありますので、利用者の増加に合わせ

て増額し対応していきます。 

  なお、周知につきましては、町広報への掲載、介護支援専門員や民生委員などの協力

を得ながら進めてまいります。 

  続いて（５）番、この両者の料金の違いのことについてでありますけども、現在、町

内で配食事業をしている事業者は、先ほど議員がおっしゃられたように農協と五城館の

２者となっております。食材の高騰により、五城館からは値上げの意向を伝えられてい

ると聞いております。また、農協につきましては、その食材が卸業者を通さない直販と

いう強みがあり、値上げ幅を抑えられていると聞いております。 

  以上であります。 

○議長（石川交三君） 斎藤議員 

○１１番（斎藤晋君） 直販と、それから仕入れ業者のまず違いということでお話があり

ましたけども、私もサービス業を長年やっておりますので、その仕入れに関して努力を
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しているかしてないか、そういうことも問われるのではないのかなと。言いなりに、電

話でお願いしてそれで材料を買ってるようなそういうところであれば当然高くなるわけ

ですけども、やはり自分で足を使って、それから人と人との関係を構築してそれで仕入

れをする、そういうのが本当の商売だというふうにも思いますので、その値段の違いっ

ていうのはそんなに生まれるものではないのかなというふうにも思います。ですからそ

れをこう何ていうか、素人さんにお話してもしょうがないと思いますけども、商売やっ

てる以上、皆さん玄人さんでしょうから、その玄人さんにこうお話しいただければいい

のかなというふうにも思います。でも、町長がおっしゃったとおり業者がなくなれば困

ると、そういう問題もありますので、その辺を考えていただければというふうに思いま

す。 

  で、最後６番ですけども、さっきの栄養士のことでもお話しましたけれども、個人に

合わせた弁当、年齢に合わせた弁当、病気に合わせた弁当の提供がベストであると、そ

れができないかということで、指導できないかっていうことで、先ほどハードルが高い

ということで回答いただきましたので要りませんけども、この問題は３番のあれですね、

加工所というそういうところにも引っかかってくるんで、まずお話だけはさせていただ

きます。これの、６番についての回答は要りません。 

  それでは、３番目の子ども食堂・老人食堂をつくり、子どもの居場所・老人の居場所

をつくるべきということで質問させていただきます。 

  テレビの宣伝で、ＡＣということで子ども食堂とかということで今宣伝が流れたりし

ておりますけども、五城目の場合、子ども食堂も必要でありますけども老人食堂という

のも必要ではないのかなと。で、福祉のほうに聞きますと、子ども食堂とかについての

補助というのは、国、県、町にはないということでありますので、ほとんどがその趣旨

に賛同した業者さん、それから個人、それからその賛同したボランティアとかそういう

方々の運営に任せてる状態だと思います。これが１番の問題にもかかってきますけども、

こういう老人食堂、子ども食堂というものがあって安価で提供してくれる、毎日開かな

くても週２回開くとかですね３回開くとか、そういうことで運営しているボランティア

もいますけども、そういうふうになれば、この弁当さえも要らなくなるかもしれません。

そういう中で、町でそういうものをつくることができないかということを町長のいろん

な町民にやさしい行政ということで考えれば、今までの行政ではできなかったけども、

今の町長はこういうものをつくりたいなと思うか思わないか、そういうことについても
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お伺いしたいと思います。答弁書的には、今できないということになるはずですけども、

町長の本心がどこにあるのかというそういうものについてもお伺いしたいと思います。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  まず子どもまたは高齢者が集い、食事を提供できる場所ということでありますが、高

齢者の居場所につきましては、現在、地域のサロンで食を通じた集いの場づくりがあり、

一人暮らしの高齢者なども参加し、みんなで食事と会話を楽しみながらといった集いの

場が数か所ございます。高齢者世代にとりましては、このような集いの場を利用するこ

とで介護予防、フレイル予防につながる効果があると期待しております。また、孤立し

た要支援者の支援介入につながるきっかけになることも考えられます。今後も定期的な

集いの場を推進してまいりたいと思っております。 

  また、子どもの状況でありますけども、今回実施した子ども計画のアンケート調査に

よりますと、経済的に困った経験があるという子育て家庭が１割以上いらっしゃいまし

た。放課後に一人で自宅で過ごす、いわゆる鍵っ子ですが、町では学童保育などのサー

ビスを提供し、安心して放課後を過ごせる環境づくりに努めているところであります。 

  子ども食堂・老人食堂の設置は、今後、調査の必要性なども含め、状況を見てまいり

ます。 

  斎藤議員のほうから、そのやる気があるのかないのかというご質問でありましたけど

も、今最後のこの言葉で、まずはその状況を調査して、それからの判断とさせていただ

きます。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） 斎藤議員 

○１１番（斎藤晋君） 最初の質問で、最初のあれで、前の町長に言ったように、やるの

かやらないのかっていうそういうあれはしませんので大丈夫です。 

  それで２番目の問題ですけども、こういう子ども食堂・老人食堂というものを運営す

る、今の町を考えると、やりたい人は私相談を受けたことがあります。ですから、ここ

の場所をどうやって借りられるのかとか、そういうものを相談に乗った記憶があります

けども、資金面でやはりちょっと無理なところもかなりあります。個人でやるようなそ

ういう範囲の仕事ではないというふうにも思います。いろんなものをこうくっつけて、

いろんなお金を利用して、そういうものでやるしかないのかなと。ですから行政にお願
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いして、いろんな考えをこう膨らまして、これとこれをくっつけて、この補助をもらっ

てこれでできないかとか、そういうものを考えていただきたいなというふうに思います。

で、やはり加工所の問題も前の答弁で民間が主導でというそういうあれが、答弁がたぶ

ん加工所のところにはあると思いますけども、民間が主導で、民間から声出ないと何と

もならないというような行政であれば、町の町民に対してやさしい行政なのかというふ

うにも思いますし、今、我が町にこれが必要だということであれば、行政が率先してそ

ういうものをやるべきというふうにも思います。これは前々からお話していることであ

りますけども、荒川町長もそういうのはこう聞いてることだと思います。職員の皆さん

に関しては耳が痛いかもしれませんけども、何回もお話しさせていただきたいと思いま

す。 

  それで２番目ですけども、ボランティアでの運営が理想であるが、最初は町が主導し

て運営し、それを民間に移譲する、そういう形にはできないのかというふうにまず、「検

討します。」ではなく、どうすればできるかっていう回答をお願いしたいと思います。 

○議長（石川交三君） 執行部の答弁を求めますが、先ほど町長答弁の中で「鍵っ子」と

いう表現がございました。これはマスコミが共有しております報道の場合の留意点で控

えるべき呼称の中に入っておりますから、今後ご留意ください。 

  荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  まず、その居場所をどこにつくるかということになろうかと思いますが、例えば地区

公民館や提供できる空き家・空き店舗などが想定されます。ただ、今はこのニーズが見

えづらい現状の中で、立ち上げて運営していくというのは避けたいと考えております。

まずは、その模擬子ども食堂のようなものを開催してみるのも一つの案と考えます。こ

のようなイベントを重ねていく中で、様々なアイデアを出しながら本格稼働の方向性が

見えてくれば、というふうに考えます。 

  また、このような事業に関わるスタッフにつきましては、手を挙げていただいたその

強い気持ちを持つボランティアの方々、ボランティア団体などを想定しており、町が直

接運営することは今は考えておりません。斎藤議員から、できないとかって言わないで

ということでありましたけども、今は考えておりません。その理由として思うんですけ

ども、最初立ち上げを町でやって、そこからバトンタッチするというと、というのと、

最初から強い気持ちを持った人たちが立ち上げて運営していくのでは、その継続の面で
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大きな差が出ると私考えていますので、まずはその最初から私たちがやるんだという団

体が現れてくるように、様々こう情報収集して進めていければというふうに思っており

ます。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） 斎藤議員 

○１１番（斎藤晋君） そのとおりだと思います。町がやってそのままということではな

く、私が言うのは、そのつくるのに町が手助けをする、主導する、そういうことなんで

す。町から申請が来たから行政もやりますということではないんです。今まではそうだっ

たでしょうけれども、町がこういうものが必要だからこういうボランティアさんいませ

んかと、資金面とかそういうものでも協力できるとこは協力しますよ、皆さんやりませ

んか、集まりませんかと、そういうことをやってほしいわけですね。今までの行政とい

うかそういうものは、そういうものが全然なく、書類を出してください、はい分かりま

した、はんこという、そういうようなものではなく、やはり町民の中に入っていって、

その中でいろんなニーズを捉えて、それで行政をこう執行すると、そういうような状態

になってほしいなと。で、新しい町長であればそういう町の中に溶け込む、町の中に入

る、そういうことができる町長だと思いますので、ぜひそういうもの、ニーズに応える、

そういうような考えを持って行政に携わっていただければありがたいなというふうに思

います。 

  それでは３番目、がっこ茶っこの文化を守るために町の加工所をつくるべきというこ

とで、１番と２番のこういうものが、このがっこ茶っこの加工所ということに集約され

ているように私は書きました。この加工所という、農産物加工所というのは私何回もお

話してあります。前の町長にもそうですし、副町長ともいろいろな話をしました。で、

加工所つくっておけばよかったなというそういう本音もちらっとは漏れた時もあります

けども、でもつくらなかったということですけども、それがあればいろんな面で朝市の

普及、そういうものもできたのではないのかなと。やはり私は漬物が好きで、よく人の

うちに行くとお茶っこ出して、何もつまみも、つまみっていうかお茶菓子もないって、

がっこねえがっつって、がっこをもらったりしてお茶を飲んできたりもしますけども、

昔から五城目は、がっこ茶っこというそういうのがありました。酒飲みが来ても、まず

酒とがっこを出しておけば、それから急に来てもつまみっこはがっこで足りると。その

後に何か作ればいいというそういうような中で私も育ってきました。うちの親父も酒飲
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みだったんで、こういうのが多かったように覚えております。 

  で、保健所の指導があり、法律が変わって、自分で作った漬物を市日でも売れなくな

り、そういう加工所というかそういう施設、そういう設備をしなければ漬物を作って売

ることもできなくなりました。そういう中で市日で漬物を売ってるっていうのは本当に

少なくなりました。昔は冬場何を持ってくるか、朝市の人が何を持ってくるかというと、

そういう漬物、それから塩蔵した山菜とか漬物とかそういうものを持ってきて、もっと

いっぱい店があったような気がします。でもそういう漬物が売れなくなり、塩蔵物も売

れなくなり、やはり朝市の店も少なくなって今の状態になっていると思います。石川議

員が朝市のことでやっておりますが、やっぱり五城目の象徴である朝市であります。前

の町長にも言いましたけど、朝市がなくなってもいいのかというようなことも聞きまし

たけども、やはり朝市が必要だと、五城目の顔だというそういう答えが来たような気が

します。やはり五城目、城と朝市のある町と言いますけども、城は後からくっつけただ

けで、朝市がやはり五城目の目玉であると思います。やはりその中で、がっこを作る、

そういうためにも加工所をつくるべきだというふうに思います。いかがなもんでしょう

か。 

  もう法律が変わって個人で許可を取っている人、いることは分かります。そういう方々

が今、漬物を売ってるはずです。悠紀の国にも卸してるというふうにも思いますけども、

そういう中でやっぱり個人、保健所の衛生管理の講習を受けて、ちゃんとそういう知識

のある人がその加工所で作って販売までできるようなそういう加工所ができないのかな

ということが私の今話してる趣旨ですので、よろしくお願いいたします。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  現段階におきまして、農産物生産者から加工所設置の要望は届いておりませんが、個

人で自宅に加工所を建設するものに対する支援はないかという相談は数件受けておりま

す。その相談者には第６次産業化施設整備支援事業を紹介しておりますが、補助率が３

分の１であり、自己負担額が高く、なかなか踏み込めていないのが状況であります。補

助率のかさ上げをする必要があると考えております。 

  加工所につきましては民間主体による整備を進めているところであり、町が主体とな

り整備する取り組みには至っていないことをご理解いただきますようお願い申し上げま

す。ただし、加工所を必要として事業活動を行いたいとする方々との情報を共有する話
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し合いの場は設ける必要があるものと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） 斎藤議員 

○１１番（斎藤晋君） ２番の問題ですけども、がっこだけでなく、新たな新たな特産品

づくりやパンやお菓子を作るなど、町民が楽しんでできるようなそういう集える場所と

いうものも必要だというふうに思いまして、そういうことにも利用するために加工所が

必要なのかなというふうにも思います。それの役割を果たすために、ふれあい館とかで

すね、いろんなところに食堂でなく台所がありますけども、そういうものを活用してそ

ういうものはできないのかなと。ふれあい館の調理場っていうのは、だまこ餅を作った

り、きりたんぽを作ったりしてやってますけども、結構大きい場所だと思います。そう

いうところも加工所、あれに付帯設備をつけるだけで、冷蔵庫とか冷凍庫、そういうも

の、物置、それからあそこをちゃんと整備するとすれば、荷物を受け取り、前室、そう

いうものもつくらなけりゃいけないですし、トイレ、そういうものもそばにつくらなき

ゃいけないとかいろいろあるかもしれませんけども、仮にそういうところを利用してい

ろんなそういうものができないのかなというふうにも思います。ということは、２番の

答えは結構です。 

  で、（３）番、加工所だけでなく、福祉弁当を作るとか子ども・老人食堂を一体化し

町なかに建設し、多くの町民が利用できる居場所をつくるべきということで、これが１

番、２番、３番、これの集約的なものなのです。ですから、一つではなく、いろんなも

のに利用できるようなそういう施設、そういうものに加工所を利用できないのかなとい

うことが今回１、２、３の趣旨なわけです。で、それを新たにつくるのではなく、ふれ

あい館とかそういうものを利用した中で、町なかであってみんなが集えるような場所、

そういうものを、今、ふれあい館は県の制約があって物品販売もできないような状態に

なってると思いますけども、それももう年数的にそれを剥ぐこともできる、変更できる

のではないのかなと思いますけども、それは町長分からないでしょうから担当課に聞い

てみれば分かると思いますけども、多くの町民が利用できる場所をつくれないかという

ことについてお伺い、３番の問題です。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  先ほどの答弁でも申したように、加工所などについては民間主体による整備をお願い
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している、進めているところであり、町が主体となり整備する取り組みには至っていな

いことを改めてお伝え申し上げます。 

  なお、子ども・老人食堂につきましては、先ほど答弁でもお話しましたが、例えば模

擬子ども食堂などによりニーズを確認することは非常に大事なことであると考えており

ます。 

  朝市ふれあい館の厨房などの利用につきましては、今、担当の課のほうより説明をさ

せますので、よろしくお願いします。 

○議長（石川交三君） 小玉商工振興課長 

○商工振興課長（小玉洋史君） １１番斎藤議員にお答えします。 

  ふれあい館を使っての加工ということですけども、例えば漬物についてなんですが、

以前も前の町長答弁しておりますけども、漬物については加工の段階、ここで発酵が起

きるということで臭いの問題が出てきます。そういったことで周辺の皆さんにご迷惑か

けるということで、控えたいというふうな答弁をさせていただきました。 

  以上であります。 

○議長（石川交三君） 斎藤議員 

○１１番（斎藤晋君） 私がさっきから言っているのは、こういうことでできませんとい

う答えは簡単です。でもその問題をどうすれば解決できるのかということを考えてほし

いなと、そういうものも発想してほしいなということなんですよね。例えば、そばにっ

ていうか建物に付随させて別棟のプレハブをつくる、そういうものに、臭いがするんで

あればそっから臭気抜きの煙突を高くして空中にその臭いを出すとか、いろんなことが

発想できると思います。何のために私が言ってるのか分かんなくなりますけども、やは

りそういうできないのではなく、何とかしてこういうものができて町民が楽しく生活で

きる、そういう居場所、そういうものが必要かということを考えていただきたい。 

  前のサロンがありますということで老人が集えるところですね、サロンに関してもやっ

てる方々がコロナでもう集まることができなかったりいろいろして、もう開いてないと

ころもあると思います。やはりそういうものをこう考えていただければというふうに思

います。 

  まずこれもまた折を見て、またお話、お願いしたいと思いますけども、時間があれで

すので４番、ふるさと納税についてということでお伺いいたします。 

  昨日の一般質問でも出ましたけども、魁新聞に掲載されたふるさと納税の結果を見て、
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私本当に「えっ。」というふうに思いました。去年がよすぎたということもありますけ

ども、それは災害のためにということであったと思いますけれども、ここまで落ちるの

かというふうにも思いました。やはりその結果を見て、ああ、手あぐらかいていてはふ

るさと納税もままならないのかなというふうにも思いましたし、米だけに頼ってて、こ

のあれなのかと。その米すら集まらないという、そのふるさと納税のニュースも流れて

きました。ふるさと納税に米を出してるけども、協力してくれる農家が見つからなくて

米もふるさと納税のお返しに出せないというそういう自治体もあるみたいですけど、で、

この結果を踏まえて、担当課長、副町長、最後に町長、どういうふうに思うのかという

ことをお伺いしたいと思います。 

○議長（石川交三君） 柴田まちづくり課長 

○まちづくり課長（柴田浩之君） １１番斎藤議員にお答えいたします。 

  斎藤議員がおっしゃるとおり様々な要因はありましたけれども、魁新報さんの記事を

見まして、もっと寄附額増加させたいというふうに思いました。今後、出品の呼びかけ、

それから使い道の明確化など、様々な手段によって寄附額の増加を目指していきたいと

思っております。 

○議長（石川交三君） 澤田石副町長 

○副町長（澤田石清樹君） 斎藤議員にお答え申し上げます。 

  本当に残念な結果であったと思っております。ただ、寄附をいただいた多くの方々に

は本当に感謝を申し上げたいなと思います。 

  先ほど斎藤議員のほうからもお話しありましたけども、やっぱり要因の一つとして考

えられるのは、人気商品、お米でございますが、在庫切れが本当に通年であったという

ことが一番のものでございます。本当に具体的には、本当にお米を出す業者さんのほう

がなかなか在庫を抱えることができなく、まあこういった状況になっております。令和

７年度米、このこまちからこまちＲにもう変わる年でもございますが、ぜひとも農家の

皆様と、そしてまたＪＡとのタッグを組みながら、ある程度のお米が出せれるように、

まあ本当に１５町歩、３０町歩を何とか五城目の米として出せるんであれば、その面積

を確保することが一つの目標として今後いろいろな話し合いの場を設けて、まずはこま

ちＲを宣伝できる年でもございますので、ぜひその方向で幾らでも町のお米をＰＲでき

るような形と合わせて、ふるさと納税の増額となるような対策を講じてまいりたいと思

います。 
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  以上でございます。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  私も同じく非常に残念なショックな気持ちでありました。昨日、工藤議員のご質問に

もお答えしたとおり、町の宝を活かすブランディングを進め、五城目町を応援してくれ

る方々を増やし、より効果的はふるさと納税へブラッシュアップさせることで寄附額を

増加させていきたいと思っております。また、農業者の皆様だけでなく、商工業者の皆

様にもお声掛けをして、職人の町として返礼品の充実につながるようお願いをしてまい

ります。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） 斎藤議員 

○１１番（斎藤晋君） ありがとうございます。やはり一番低いということであればあれ

ですね、時給が一番低いということで、かさ上げ５１円ですか、かさ上げされましたけ

ども、沖縄にも負けて一番の低いのが秋田県ということで、あれにもがっかりしました

けども、今回の魁新聞のこのふるさと納税の額を見て本当にがっかりした思いでした。

課長が言うように、いや副町長が言うように、そういう農家さんとかその産物によって

その協力が得られないということもありますけども、でもそれも、何というか、努力だ

と思います。そこがだめであれば、ほかとかということでお願いに行くとか頭下げる、

頭下げるのはただですからね、ですからそういうことを考えていただければというふう

に思います。 

  ２番について、ふるさと納税を増やすためには町のアピールも大事ですけども、何の

ために使用されるのかということも大事だというふうに思います。昨年、水害のそのあ

れでふるさと納税が増えたということがありますけども、そのふるさと納税をその災害

の援助のために使ってくださいというそういう方々も多かったと思います。それは目的

をちゃんとしたものだというふうに私は理解しました。ですから、このお金は老人・子

ども、そういう恵まれない方々のために使われるんですよと、そういうふうなもののた

めに使うということで宣伝するとか、そういうものを活用、何ていうか、はっきりさせ

て募集する、そういうものを明記してＳＮＳ、それからウェブとかを駆使してやるべき

だと思います。私は、そのＳＮＳ、ウェブ、余り活用しないっていうか、全然活用しま

せんけども、町長はそういうのに詳しいでしょうから、そういうものを利用してやって
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いただければというふうに思います。いかがなもんでしょうか。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  まずはご提言ありがとうございます。現在、寄附の使い道につきましては、福祉、教

育、産業振興、環境保全、そして町民の夢をかなえる事業など５つの項目を提示してお

りますけども、具体的な寄附の使い道を明確化し宣伝することで寄附額を増やしている

自治体もありますので、そこを参考にしながら、ＳＮＳやホームページでＰＲしながら

取り組んでまいります。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） 斎藤議員 

○１１番（斎藤晋君） 返礼品について、ホームページとかそういうものを見るといろい

ろありますけども、余り興味のあるようなものも余り、私個人の考えですけども、そう

いうものも見当たらないところもあります。もうちょっとこう一般受けするようなその

返礼品について、担当課のほうでどういうふうに思って、どういうふうな案があるのか、

それをこう伺いたいと思いますけども。 

○議長（石川交三君） 柴田まちづくり課長 

○まちづくり課長（柴田浩之君） 斎藤議員にお答えします。 

  全国の市町村では、ふるさと納税の返礼品を適用する事業者の操業支援とか経営支援

を行っている自治体もあります。それから、人気の品を製造する工場を誘致するという

自治体もございます。このような事例も参考にしながら、町内の事業者様にも丁寧なお

声掛けをしていきたいと思っております。 

○議長（石川交三君） 斎藤議員 

○１１番（斎藤晋君） ふるさと納税、本当に皆さんのご好意で、というそういうふうに

思いますけれども、今、その返礼品のよしあし、それでふるさと納税額も違ってくると

思います。やはり五城目のために使える、そういうお金ですので、それをこう活用して

やっていただきたいと思います。返礼品がよければ、もう額が何倍、１０倍、２０倍に

なる、そういうケースも見受けられます。やはりこれからこう頑張っていただいて、担

当課、担当課長がこう頑張っていただいて、そういうものをこう頑張っていただきたい

なというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

  最後ですけども、森山登山道を早期に整備すべきということで、町長が森山を守る会
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の会員ですし、前々からその整備をするということで当局のほうに、行政のほうにお願

いしておりましたけども、これが一向にこう進まない中で、町長はやきもきしたなと思

いますけども、そのことについて伺いたいと思います。 

  森山登山道を利用しているのは、今、町民が多いんですね。前は井川町とかの歩こう

会の方々が毎日来たりしておりましたけども、クマが出没したりいろいろして、そうい

う方々の人数が減ったような気がいたします。登山道が整備されず困っております。ゲー

トをつくりましたけれども、ゲートをすり抜けて、横をすり抜けてそのまま登山してい

る方々もいっぱいいらっしゃいますし、危険だということで言われておりますけども、

あれが何ていうか、ゲートをつけたということは責任逃れなのかなというふうにも思い

ます。あそこで怪我をした、崩れてきて怪我したということであれば、本当にそれは設

置者の責任になると思いますけど、途中の登山道でつまずいて転んで怪我した、それは

責任じゃないわけですね。だからどういう責任を取れと言われても、責任を取れるあれ

がないんですね。もし町で責任を取れということであれば、でもあれ私道ですし、何と

して責任を取るのかなというふうにも思いますし、地権者がいっぱいあって、あの使用

に関してはＮＴＴが全面的に使用の権利を持ってるわけですから、ＮＴＴにやってくれ

ということで整備を進めていきたいということでしたけども、ＮＴＴがやらなければ、

それではそのまんまあの道は使えなくなるのかなというそういうふうにも思います。で

も、あの森山を、五城目の象徴を何とか利用して五城目の観光にも役立ててほしいとい

うそういう思いが私にもあります。町長と同じようなそういう思いもありますし、前の

渡邉町長は、里からてっぺんまでケーブルカーをつけて、そういうふうにして楽しみた

いというそういう夢もありました。やはり森山というのは五城目町の町民にとって一番

の山なんですね。一番の象徴になる山なんです。それを何とか整備してほしいと思いま

すけど、新しい町長になりましてどう思われているのか、お伺いしたいと思います。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  今、斎藤議員がおっしゃったように、あの道は、車道のことですけども、ＮＴＴドコ

モの管理道路ということになっております。ですので、まずそのＮＴＴドコモとの話し

合いから始めていかなければならないということで、昨年の１１月にＮＴＴドコモへ、

あの管理道路の利用についてお願いに伺いたいという打診をしたところ、先方からは、

町と何度も協議を重ね、令和４年１１月に先ほど言ったフェンスを設置を決断している
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と。で、町が管理道を購入するとか全面的に町が補修する、このぐらいの話がなければ

面会はしないというふうなまず対応だったそうです。ですので、直接訪問してお話する

までには至っておりません。現状、森山管理道路の利用者の安全管理、補償などの責任

がＮＴＴドコモ側に発生してしまうことを踏まえると、現時点ではこれ以上の話し合い

は難しい状況となっております。 

  森山を早期に整備し復活させるべきということは、私もこれまで議員として何度も発

言してきたことであり、森山愛は、ここにいる方々の中でも誰にも負けていないと自負

しております。そのために、今後早期にＮＴＴドコモ側へ管理道路を何らかの方法で町

が引き受ける検討を始めるよという旨を伝え、協議の場を設けていただくよう進展に向

け努力をしてまいります。 

  また、管理道路につきましては、町としては草刈りなどによる保全管理を従来どおり

徹底するものとし、登山行事での負傷者や体調不良者の対応などのため、ＮＴＴドコモ

からその時は許可をいただき、利用をさせていただいておりますが、現在管理者である

ＮＴＴドコモと情報共有し、この対応については今後も良好な関係の中で継続していき

たいと思っております。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） 斎藤議員 

○１１番（斎藤晋君） 前々からこう、その森山の問題に関して伺っておりますけれども、

一番進展があるというか、一番こう何ていうか、力強い答えだったというふうにも思い

ます。担当課でどういうふうに思っているのかということで次に伺いたいと思いますけ

ども、その中で担当課、副町長、町長ということで書いてありますけども、町長のお考

えは伺いましたので、担当課の課長、それから副町長、どういうふうに思われてるのか

伺いたいと思います。 

○議長（石川交三君） 大石農林振興課長 

○農林振興課長（大石芳勝君） 斎藤議員にお答えいたします。 

  先ほどの町長の答弁の内容のとおり、町長、副町長と同じ方向を向きまして、現状の

打開に向けて進めていければと考えております。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） 澤田石副町長 

○副町長（澤田石清樹君） 斎藤議員にお答え申し上げます。 
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  今の森山の管理道路の関係につきましては、私も副町長になってから何度か一般質問

にお答えしておりますが、先ほど町長がお話した昨年１１月のＮＴＴドコモさんとの協

議によって、なかなかこう寸断されてございました。やはりそのとおりだと思いますけ

れども、今回、渡邉町長から荒川町長に代わりまして、そのかなり前向きに進むような

対応を今後協議していくと、それを逆にＮＴＴドコモ側が受け入れて話し合いがスター

トできるような対応をまあ取りたいという形で今後進めたいと思います。町長はじめ私、

そして担当課長、同じ方向を向きながら進めてまいりたいと思いますので、まずはその

話し合いの場に立てる環境をつくるところから始めたいと思いますので、よろしくご理

解いただきますようお願いいたします。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） 斎藤議員 

○１１番（斎藤晋君） ありがとうございました。皆さんが同じ方向を見て進めていただ

ければ、町民にとっても周辺のその登山を愛する人たちのためにも本当にいい結果が生

まれることを期待しております。よろしくお願いいたします。 

  町長、話したいんであれば一言あれですか。大丈夫ですか。 

○議長（石川交三君） いや、時間です。 

○１１番（斎藤晋君） はい。それでは、ありがとうございました。 

○議長（石川交三君） １１番斎藤晋議員の一般質問は終了いたしました。 

  次に、１番石井和歌子議員の発言を許します。１番石井和歌子議員 

○１番（石井和歌子君） １番石井和歌子でございます。 

  このような場で発言するという役目を自分に与えていただき、皆様に感謝いたします。

今日が初めての一般質問となりますので、よろしくお願いいたします。 

  それでは、通告に従いまして質問をさせていただきます。 

  はじめに、項目１、荒川滋新町長へこれからの町政についてお聞きしたいと思います。 

  昨日の中村議員、松浦議員の質問と重なる部分もあると思いますが、よろしくお願い

します。 

  （１）５本の柱と４５の施策の中で、①とにもかくにも早期にかなえたい施策、②時

間がかかっても必ず成し遂げたい施策をそれぞれ教えていただきたいです。そのほか、

町長になってこれだけはやりたくないと考える内容がございましたらお答えいただきた

いと思います。 
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○議長（石川交三君） 執行部の答弁を求めます。荒川町長 

○町長（荒川滋君） １番石井和歌子議員にお答えいたします。 

  まず①につきまして、昨日もお答えしたとおり、まずは河川整備と維持工事、樋門の

管理について、澤田石副町長とともに、そして町の担当職員とともに、県に対し熱意の

伝わる要望を続けることに取り組みます。特に磯ノ目大橋から下流の土砂除去、そして

伐木、樋門管理の徹底、そして今度は未着工であります西野橋、五城目高校にかかる西

野橋から下流の改善に努め、下流域の方々の安全・安心の確保につなげてまいります。

また、主役である町民の皆様の声が行政に届きやすくなるよう、町内会長とのホットラ

イン、町内会長と町長がつながるホットラインを構築することに取り組みます。 

  続いて②時間がかかっても必ず成し遂げたいことでありますけども、まず人口は減っ

ても住みやすい町に変えること、そして人と企業に選んでいただける町になることを実

現するために掲げた５本の柱と４５の施策を、私の任期である４年間の間に全て成し遂

げたいと考えております。その中でも特にまず一つということをたぶん望んでいらっし

ゃると思いますけども、昨日もお話した、そのまず五城目の宝である子どもに五城目に

対する愛着、愛郷心を持ってもらいたい、それが将来また五城目に戻ってきてくれるこ

とにつながると信じていますので、子どもに対して愛郷心、愛着を持っていただけるた

めに、小さい頃、五城目で遊んだよなという思い出に残る場所をつくっていくことは成

し遂げたいと思っています。これに関しては費用とか予算掛ることでありますけども、

その辺じっくり調査をして協議をして、子どもの遊べる施設、それをつくっていくこと

を成し遂げたいと思っております。 

  それから、町長になってやりたくないということは、ということでありますけども、

このご質問の趣旨とは少し異なるかもしれませんけども、私は根拠のない悪口や人の名

誉を傷つける言動をしないということを信条としておりますので、人を陥れるような卑

怯な誹謗中傷はしないということを考えております。そして、仕事は取り組む前からや

りたくないとは考えずに、まずは何事も前向きに考えて取り組んでいきたいと思ってお

りますので、よろしくお願いします。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） 石井議員 

○１番（石井和歌子君） 荒川町長のこれからの町政についてのお考えが分かりました。

ありがとうございます。 
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  続きまして（２）、先ほどの（１）のお答えのところでもありましたが、４年間で５

本の柱と４５の施策全体を実行していくスケジュールということでよかったでしょうか。

そちらの確認をしたく、お答えいただきたいと思います。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  先ほど申し上げたとおりでありますけども、私の任期である４年間の間に成し遂げる

よう努めてまいります。 

  で、そのスケジュールについてでありますけども、まあ主役は町に住む方々だと私常

に言っておりますので、その主役である皆様方の声を聞きながら、これは最初にやった

ほうがいいな、これはその次でもいいかなということを判断してまいりたいと思います。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） 石井議員 

○１番（石井和歌子君） よく分かりました。昨日、椎名議員からもありましたが、「誰

一人として取り残さない」という言葉の「誰一人」の中には、荒川町長も当てはまると

いうことだと私は考えます。役場職員の方々、議員の方々含め、町民みんなが一番やり

たいことをやれ、一番やりたくないことをやらなくてよい、そんな町になるようにお手

伝いができればと思っております。 

  次に、項目２、障害者の人権について。 

  これは以前から考えていたことですが、一つの提言として質問させていただきたいと

思います。 

  （１）「障害者」という言葉を五城目町独自の別の言葉に置き換えることはできない

か。例えば、自力では歩くのが困難だが、車椅子では自宅の中を自在に動き回ることが

できる方は「車椅子バスケプレ選手」など。本人の困り事がなくなるわけではないが、

本人や家族、さらに周りの人たちが新たな視点を持つことができ、今までと違った支援

の形が生まれるのではないかと考えるがどうでしょうか。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  障害者という言葉は、行政や福祉の分野で広く用いられております。今おっしゃられ

た「車椅子バスケプレ選手」といった新たな言葉への置き換えにつきましては、個人の

能力や活動に着目し、ポジティブな視点を与えてくれる可能性を秘めていると感じます
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が、今日一般的に使用されている障害者という言葉につきましては、社会的な障壁によっ

て生活に困難を抱えている人々を指す必要な言葉であるという側面も持ち合わせており

ますし、障害の程度も個人によって様々でありますので、現時点で呼び名を変える予定

はございません。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） 石井議員 

○１番（石井和歌子君） 私は今回まず一つの提言としてっていうところもあります。例

えばですけれども、「すずむし」のような川柳を作ってる方の広報紙みたいなのがペン

ネームみたいな感じで名前が本名と違う形で書かれてると思うんですけれども、そうい

う感じで、例えば障害者の方にペンネームみたいなので何かこう表に出るようなそうい

うものができないかということを考えております。 

  このことを質問することになった背景として、私は自分の子どもを育てようと思って

いろいろな本を読んだり、人から教えていただいたり、そうしているうちに自分のほう

が育ってきたというふうに思っております。障害者と呼ばれる方を助けよう助けようと

思っている方、実行されている方が実は助けられている、そういう部分もあると一瞬で

も思うことで日々の重荷から開放されるのではないかと考えております。障害者という

言葉によって線引きされて白と黒に分断されていたものが、ちょっと違う言葉を使うこ

とでそれぞれの色を持ち、鮮やかに調和する、そういった未来を私は見たいと思ってお

ります。 

  では、最後の質問です。項目３、ネコバリ岩までの通行止め区間について。 

  こちらは、昨年１２月に当時議員であった荒川町長が質問していたようですが、３か

月経って変わりないか確認できればと思います。 

  （１）現在の復旧状況の詳細なところを教えていただき、町内外のネコバリ岩ファン

の方に、いつまたネコバリ岩に行けそうなのかを伝えたいと思います。五城目町の大事

な癒しの場として今後も活躍してもらいたいので、少々時間がかかってもまた以前のよ

うに気軽に訪れることができればと考えるが、いかがでしょうか。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  今、タブレットで五城目町のホームページを開いています。真っ先に出てくるのが、

このネコバリ岩であります。やはり今、石井議員の言ったように、非常に大切なあの場
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所は資源だと思っております。 

  そのネコバリ岩に通じる県道１５号秋田八郎潟線の崩落箇所につきましては、秋田地

域振興局より崩落した路肩や法面の災害復旧工事が３月末日までに完了予定と伺ってお

ります。この後５月１６日金曜日までが冬季の通行止め期間とされておりますが、融雪

が早まれば前倒しされるとのことであり、早期に解除されることを期待しているところ

であります。また、町といたしましては、令和６年度においてネコバリ岩周辺に堆積し

た流木を撤去するとともに、県道から通じる連絡路につきましても改修を施したところ

であります。 

  町の貴重な観光資源であるネコバリ岩への往来が再び可能となることは、農家レスト

ランや友愛館などの活性化にも効果が期待できることから、町や関係施設のホームペー

ジ、ＳＮＳでの情報発信など、誘客について一層積極的に進めてまいりたいと思います。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） 石井議員 

○１番（石井和歌子君） また農家レストランに寄ってから癒しの場に行けるということ

で、大変うれしく思っております。 

  今回の質問は観光資源としてのネコバリ岩について聞いているわけではありますが、

ネコバリ岩周辺の通行止めは、令和５年の洪水がそれだけ大変な被害のあった災害だと

いうことですので、復旧したからそれでよいではなく、また、ネコバリ岩をいつでも見

られる状況を維持するため、それはイコール下流で安心して暮らせるようにするためと

いうことだと思います。上流からできる水害対策を進めていくことも大事だと思ってお

ります。そのお手伝いができればと私個人は思っております。県道１５号線についても、

今後、農林業、木材の利用推進などの事業に関わる重要な道路であると考えております

ので、これからも注目していきたいと思っております。 

  今回は以上で私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（石川交三君） １番石井和歌子議員の一般質問は終了いたしました。 

  昼食のため、午後１時まで休憩いたします。 

             午前１１時２０分 休憩 

………………………………………………………………………………………………………… 

             午後 １時００分 再開 

○議長（石川交三君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 
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  一般質問を続行いたします。 

  ２番小玉正範議員の発言を許します。２番小玉正範議員 

○２番（小玉正範君） ２番小玉正範です。午後の最初ということで、ちょうど眠くなる

時間帯だと思いますが、最後まで緊張感を持って頑張りますので、どうかお付き合いく

ださい。 

  昨日からの質問で既に回答が分かっているものもありますけれども、あえて同じよう

な質問をさせていただきます。その中で再質問に重点を置くものも出てくるかと思いま

すが、どうかよろしくお願いいたします。 

  先週までの寒さが嘘のように消え、ここ数日間は爽やかな天気が続いており、春の訪

れを告げているようです。この季節になると、今年こそは何かをやってやろうという意

欲が湧いてきます。五城目町役場も首長が代わり、今ちょうどそのような空気が流れて

いるのではないでしょうか。特に新人職員が４月には十数名も入ってくるのであれば、

なおさらのことです。これを機会に、職員の皆様も新鮮な気持ちと前進への意欲を抱い

ていることと思います。荒川町長には時を逃さず、新しい打ち出しをすることに期待し

ております。昨日、町長が職員の皆さんに励行への指示を出したと聞きましたが、昨日

帰り際に「お疲れさまでした。」と挨拶をしてくださる職員の方がおり、うれしい気持

ちで役場を去ることができました。きっと来町された町民の皆様も同じ気持ちだったの

ではないかと思われます。 

  それでは、私も町民や職員の皆様が元気になることを目指して、通告書に従い一般質

問を行います。 

  １、町長の公約から。 

  （１）新町長は、その公約の中で「防災、活性化で根底から強い町へ」とうたってい

ます。長く住む場所における生活の最低限の基盤としては、安心・安全な生活が保障さ

れているということが大前提です。大変に大事な観点だと、これからの活躍に期待いた

します。しかし同時に、人口減少が進む町として並行して取り組むべき課題に、五城目

町に住むメリット、魅力をどうやってつくっていくのかということもあると思われます。

そうでなければ、人口減少が止まらない地域では商売もその他の事業も縮小していくこ

とは避けられません。そうならないためにも、そして若者を含めた全ての世代の人たち

に住みたい、住み続けたいと思ってもらえるための町の魅力や住むメリットをどうやっ

てつくるのか。特に町長が強調したい点２つほどを伺いたいと思います。 
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○議長（石川交三君） 執行部の答弁を求めます。荒川町長 

○町長（荒川滋君） ２番小玉正範議員にお答えいたします。 

  町の魅力をどうやってつくっていくかというご質問でありますけども、まずは自分た

ちが主役だということを感じていただける町とすることで、生きがいや存在意義を感じ

ていただくことを目指します。また、森山はじめ点在する町の宝に改めて光を当てて環

境を整え、情報発信することにより地域全体のイメージとブランド力を向上させる地域

ブランディングを進め、人と企業に選んでいただける町にしていきたいと思っておりま

す。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） 小玉議員 

○２番（小玉正範君） どうか前に進めていただきたいと思っております。 

  では（２）、町長の言葉に「主役は町に住む皆様、力を結集して五城目の底力を」と

あります。その実現にも非常に期待しているところですが、力を結集するには、人材を

発掘し、さらに結びつける工夫が必要だと思われます。そして、町にはまだ貴重な人材

が埋もれているようでもあります。このような人材の発掘から活用の仕方について、具

体的なアイデアを町長に伺います。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  まずは町内会長のお力をお借りしたいと考えております。また、小玉議員のおっしゃ

るように、町には専門的な知識を有する人材に恵まれていると感じております。私が持

つネットワークをフルに活用して、それぞれの分野でアドバイスをいただき、まちづく

りを進めていきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） 小玉議員 

○２番（小玉正範君） やはり人と人との結びつきというのが最も大事だということなの

でしょうか。先ほど町長のほうからは、町内会長との連携、ホットラインの構築という

ことが言われたかと思います。とある町内会長さんは、会長としての仕事量が年々増え

ており、継続が難しいという声もありました。具体的に言いますと、諸団体から依頼さ

れる委員、民生委員とかそういったものの選任が難しくなってきていますと。また、民

生委員の方の候補が出てこない時には町内会長さんが兼任してもらえればいいとか、そ
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れから全町運動会のメンバーの人選を会長に一任されてしまうとか、まあそういったこ

と、まだほかにもたくさんあるんですが、大変であるということがありました。という

ことを踏まえた上で、さらにホットラインがつくられますと、仕事量が単純に増えてし

まうんではないかというふうに心配されている会長さんもおりました。不安を与えない

ように、仕事量が過重にならないように、ホットラインの使用の仕方についてルールを

定めたほうがよいのではないでしょうか。例えば連絡報告にとどめる、依頼の要件は増

やさないなどですが、町長のお考えはどうでしょうか。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  この町内会長とのホットラインを考えた時に一つこういうことを思いました。まあ本

当に思いつきで何でもかんでもその連絡してよこすのではなくて、町内会の総意として

の話をあげてきてもらいたいということをまず考えています。その総意を得るために町

内会長の負担はもしかすれば増えることになる可能性もあります。その町内会長の多忙

化というのは本当実際見てきていますので、感じているところではありますけども、ま

あその辺をうまくその町内会で役割分担を進むように願うところであります。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） 小玉議員 

○２番（小玉正範君） そうですね、町内会によっては高齢化が進みすぎて、ほかの町内

会と合併して役員を分担したいというようなところもあったように思われます。新しく

つくるシステム、道具に関しては仕事が楽になるためのものであってほしいなと思って

ますので、どうかよろしくお願いいたします。 

  （３）五城目町の大きな特徴の一つである、町の全面積の８割以上を占める森林を元

気にするとの町長の公約があります。私は昨年１２月の議会で、私有林を町が購入した

ほうが山の管理がしやすくなり、その活用範囲が広がるのでは、と提案しています。こ

のほうが森林を元気にできると私は思いますが、新町長の考えはどうでしょうか。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  小玉議員からは、私有林を町が購入してはどうかというご提案でありますけども、今

のまず町の現状をお話したいと思います。 

  現状は法人による山林の購入事例が出てきております。効率施業に係る集約化のため、
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このような方々と森林組合を費用補助などでサポートすることで、森林経営に意欲的に

取り組んでいただきたいと考えております。 

  公約に係る具体的な私の方策といたしましては、自伐型林業の推進を図り、そしてま

た林業業界の人手不足を解消するため、支援策の構築に向けた調査を開始します。これ

らに関しまして、令和７年度当初予算に、まずはチェーンソー講習会受講補助金として

計上しておりますので、より意欲のある方々に参加いただけるよう努めてまいります。 

  また、私がこれまでに何度も発言してきておりますが、五城目産木材利用促進に関す

る基本方針、この立派な方針がありますけども、これが適正に活かされ、町が率先して

公共建築物に木材を利用することで、森林保全、木材利用の両立を推進し、林業、木材

産業を振興するため、いま一度前向きに協議を進めてまいります。 

  町がその民有林を買い取る、購入するということに関しましては、今、全国の事例を

調べているところでありますので、もう少し時間をいただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） 小玉議員 

○２番（小玉正範君） 私も前から五城目産木材の利用について訴えてきておりましたが、

何とかこの後たくさん利用していただいて、五城目町の林業が活性化していただければ

いいなと思っています。 

  ただ、自伐型林業について、ちょっとやっぱり気になる部分がありまして、確か渡邉

町長さんのほうから最初こう提案があったかと思うんですが、それによって、自伐型林

業によって何人の方が私有林を整備されると想定されているものか、ちょっとその想定

される人数というか件数をちょっとお聞きしておきたいなと思っています。 

○議長（石川交三君） 答弁者は。大石農林振興課長 

○農林振興課長（大石芳勝君） ２番小玉議員にお答えいたします。 

  ただいまのご質問の具体的な人数等は、ちょっと資料を持ち合わせていないなどのた

め、ここではちょっとお答えできません。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） 小玉議員 

○２番（小玉正範君） 分かりました。できれば、その想定される人数をもとにして、そ

の事業の規模というか、そういったものをこうつくっていただければなというふうに願っ

ております。 
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  では次に移ります。２番、町の振興対策について。 

  （１）最近、テレビＣＭにキイチゴを使用したお菓子を大々的に宣伝しているものが

あります。皆さんもご存じかと思います。五城目町の特産品の一つであるキイチゴにつ

いて、毎年の生産量やその使われ方についての資料はあるものでしょうか。私が聞いた

話だと年々需要が増しており、生産が追いついていないということを聞きまして、もし

それが本当なのであれば、町としてバックアップすることでキイチゴ農業振興のきっか

けになる可能性があるのではないかと思います。町長の意向を伺います。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  町の特産品でありますキイチゴについてでありますが、町のキイチゴ研究会と秋田県

立大学で行っております産学連携共同研究推進事業の中で生産量や使われ方についての

資料はあります。ご質問にもあるとおり年々需要が増加しており、生産が追いついてい

ないことから、共同研究においても今後は栽培方法の改善などに力を入れ、収穫量の増

加を課題として取り組むこととしております。 

  また、秋田県では、洋上風力発電事業を契機とした三菱商事グループとの連携の中で、

同グループ企業である三菱食品株式会社と県産農産物を使用した商品の開発を行ってお

ります。その中で、町の特産品であるキイチゴ７０ｋｇを使用し、商品化を進めており、

当該商品は令和７年８月上旬から３７万袋を全国販売予定としております。町では、こ

の商品の発売ＰＲに対し、キイチゴ販売会へ支援するため令和７年度予算に費用を計上

し、キイチゴ農家、キイチゴ農業振興の推進を図ってまいります。チャンス到来中だと

思っています。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） 小玉議員 

○２番（小玉正範君） ただいま町長のほうから大変うれしい報告があったなと思ってい

ます。これは本当大きなチャンスになって五城目町がさらに発展していくのかなと、ま

た若い人たちの中でこういう農業に携わる方が増えていただければ、非常にプラスにな

るものかなというふうに思っております。改めて町長さんからのそのデータを聞いて驚

きました。すごいことだなと思っています。もっとたくさん宣伝してもらいたいと思い

ます。 

  （２）、次の質問は多少私としては話しづらい話題になります。しかし、討論を活性
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化させたいという思いからであり、町発展への願いは同じで悪意は全くありませんので、

どうかご容赦願います。 

  それでは、本題に入ります。 

  本年は朝市サミットが１１月に開催されるとのことですが、２０１４年にも既に本町

で開催されているため、さしたる問題にならないのかと思われますが、それはおよそ１

０年前とは商店街の様子が変わっているのでないでしょうか。通りに３つあった銀行の

２つは移転し、商店街からは姿を消しております。このような現実の姿を受け入れ、朝

市通りの場所をウッドロードや他の場所に変えて開催するなど、という案はないでしょ

うか。朝市サミットを契機に商店や町の施設を生かし、町の活性化を促すための方策を

町長はどのようにお考えでしょうか。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  渡邉前町長でありますけども、令和５年６月議会におきまして松浦議員の質問に対す

る答弁で、「五城目朝市は、商店街や飲食店、宿泊事業者など町内経済全般にわたって

大きな効果を期待できる存在として位置づけております。」という答弁がありました。

私も同じ考えであります。 

  近年における通常の朝市については、出店者、来場者ともに減少傾向にありますが、

休日に開催のある朝市ｐｌｕｓ＋や季節ごとの朝市イベントには多くの出店者や来場者

があり、これら多くの方々が商店や飲食店、宿泊施設を利用することにより町内経済の

活性化に資するものであり、全国朝市サミットの開催には大きな期待を抱くところであ

ります。 

  サミットは本年１１月１日に町内宿泊施設を会場に開催され、翌２日、日曜日には秋

のきのこ祭りが開催される予定にあることを伺っております。五城館の活用や商店街の

空き店舗・空きスペースの活用にご協力をいただければ、五城館から朝市ふれあい館ま

でを導線として大きな賑わいが創出されるものと期待するところであります。 

  いずれにしても、一過性の賑わいであっては満足できるものではありませんので、昨

日も答弁申し上げましたが、朝市活性化支援員の設置や朝市出店支援事業など、令和７

年度は一歩踏み込んで朝市の活性化に取り組みたいと存じております。 

  それから、先ほど小玉議員のほうから場所の移動などは考えないのかということであ

りますけども、まあ私の頭の中では、今現在は今の場所での開催ということを考えてお
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ります。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） 小玉議員 

○２番（小玉正範君） なぜ私がこのような意見を出したかということについてご説明を

いたします。 

  朝市通り以外で商店を経営されている複数の方から、このようなことがありました。

町が賑わうことは喜ばしいことで、全く否定するものではありません。しかし、イベン

トが開催されても、我々の商店への導線がなくメリットは大変少ないですという意見が

ありました。これは見過ごすことはできないのではないでしょうか。朝市サミットを契

機に、町内に点在し、現在営業している商店や町の施設を目立たせるなどして、これま

でと多少異なる枠組みをすることで、これらの商店を含めて中心街全体を活性化するよ

うな新たな取り組みを行うことを期待するわけですが、町として先ほどの意見、町が賑

わうことは喜ばしい、しかし、私たちの商店への導線がなくメリットが少ないという意

見があることについて、どのように考えておりますでしょうか。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  私も常日頃、点と点を線になって、そっから面になっていくことが非常に大切だと思っ

ております。今、小玉議員のほうからありましたその声を後でじっくり聞かせていただ

いて、その辺の導線の確立を図っていけるよう努めてまいりたいと思います。 

○議長（石川交三君） 小玉議員 

○２番（小玉正範君） ありがとうございます。何とか、支援員の活用もフルに行ってい

ただき、こう前向きに進めていただきたいなと思っております。 

  （３）最近は、あらゆる業種で労働力不足と言われております。それを補うために、

秋田県としては外国人材活用を促進する対策として、昨年６月に県内企業等の外国人材

の受入れを支援する「秋田県外国人材受入サポートセンター」を設置しました。外国人

材の活用は、他県に比べ秋田県は非常に遅れています。各事業所が外国人材採用に躊躇

する理由については、大方想像がつきますが、多少の困難は他県の採用事例を学ぶこと

で乗り越えられるものと思われます。町長も本町の林業における人手不足を認識してお

りますが、そのほかにも従業員不足を訴える企業は少なからずあります。その解消手段

の一つとして外国人材活用促進のための対策を検討する考えはないでしょうか。 
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○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  町内事業所においても、介護施設や建設業、運輸業者などにおいて、それに林業事業

所もですけども、慢性的な従業員不足にあることを伺っております。このような中で外

国人の人材を雇用することは一つの解決策と存じるところであり、当町においても、湖

東３町商工会を通じて秋田県外国人材サポートセンターに相談をした建設業者の方が１

社あったと伺っております。当該業者においては、技能実習性の受入れを相談し、結果

的にはその制度の利用には至りませんでした。その理由としては、まずはじめに言語や

文化の違い、宗教を含めた考え方の違いに基づくコミュニケーションの構築にちょっと

ハードルがあるかなということ、次に受入れまでおよそ半年ほど要するとされる時間の

問題、そして５年を上限とする就労期間の短さ、渡航や人材登録支援機関に要する費用

などに難点があったと伺っております。 

  町としての外国人材活用のための対策といたしましては、雇用事業所に要される費用

負担への助成などの支援が考えられますが、湖東３町商工会からの情報では、外国人材

を求めている会員事業者は極めて少ない旨を伺っております。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） 小玉議員 

○２番（小玉正範君） そうですね、大方そういう感じだろうなとは予想はしておりまし

たが、そのハードルが秋田県においては高いということなのでしょうか。他県のほうで

はもうだいぶ活用が進んでいるようですので、その例をもう少し私のほうでも調べてみ

たいなとは思います。大体の外国人は、今、日本が非常に人気がありますので、日本に

長く生活するためにも、そこで働けるということに関しては夢を持って、本当に積極的

にやる気を持って、日本語も勉強しよう、身につけようということで、やる気のある外

国人の方たくさんおりますので、何とかこうマイナスに考えないでいただければなとい

うふうに思っているところではあります。 

  では３番、若者定着への対策。 

  （１）石破内閣が掲げる地方創生の優先課題にもありました、若者・女性に選ばれる

地方実現のための一つの具体策について質問いたします。 

  若者が町へ定着する際のメリットの一つとして、これからマイホームを新築しようと

する若者やご家族へ、土地の購入資金を助成する、または町有地を格安で住宅地として
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提供することができれば、若者定着への呼び水になるのではないでしょうか。土地の値

段の高い秋田市と比較して格段に土地を購入しやすくすることによって、まあ秋田市あ

たりに働きにいく人たちのベッドタウンとしての価値も出てきます。実際に隣の町では、

町有地の分譲を格安で行っております。このような事例を参考に、さきの土地購入資金

助成、町有地の格安分譲ということを、五城目町に住むメリットや魅力づくりの一つと

してはどうでしょうか、町長の意向を伺います。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  私も小玉議員と同じく、昨年の一般質問におきまして、若者・子育て世代が住んでみ

たいと感じる住まいの確保などを提案しておりました。小玉議員のご提案のとおり、他

の自治体の取り組みも参考にしながら、圧倒的に子育てを応援する町となるよう、私が

掲げた８つの施策に取り組んでまいります。 

  お隣井川町では、移住定住対策として令和５年８月から３区間の宅地分譲を実施し、

２区画が売約済みとなっております。当町の保有する普通財産も広報などを利用した公

売を検討しておりましたが、令和５年７月の大雨災害が発生したことから、まずは内水

浸水対策などの水害対策を行った上で、立地適正化計画を踏まえ、土地の公売などに取

り組んでまいりたいと思います。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） 小玉議員 

○２番（小玉正範君） 何とか前向きに進めていただいて、一人でも多くの若者が五城目

町に定着していくというところを進めていただければなと思っております。 

  次、２番、町長の公約の中に「時代と地勢にあった企業誘致」とあります。それは大

事な要素であると思います。個人的には、若者や町外の人も雇用できるような魅力的な

職場を提供することを目指し、それにふさわしい企業の誘致を検討していただきたいも

のなのですが、その企業誘致についての可能性という点ではどのようなものでしょうか。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  企業誘致についての前に、まずは今の町に存在する魅力のある職場のことについてお

話します。 

  本町には、世界ブランドを生産するエドウィンベースや、大手企業と多く取引をされ
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ているティンバラムなどの企業があります。地元の企業を支援し、フル活用することで、

魅力的な職場を提供することもできると考えております。 

  それから、企業誘致につきましては、私が持つネットワークや姉妹都市である千代田

区様、ふるさと五城目会の皆様にもご協力をいただき、それが実現するよう努めてまい

りたいと思います。で、今月末に上京し、ふるさと五城目会の方と、その方が持つパイ

プの方と行って面談をしてまいりますが、そういった機会をどんどん増やしていきたい

と思っております。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） 小玉議員 

○２番（小玉正範君） 非常に前向きな意見で、先ほどありましたが、まあ企業に選ばれ

る町という点では、ちょっとほかの成功事例をちょっと見てみましたので、ご紹介した

いと思います。 

  大館にある医療機器製造工場のことを、まあ個人的にある方に聞いてみました。その

方が次のように言っておりました。このような有名大企業を誘致できた理由としては、

一つ、市の協力によって高品質で豊富な水を利用できる環境、②工場用地としての広大

な土地の確保が可能であるというこの２つが大きな決め手となったとのことです。その

後、高速道路ができ、物資の運搬が比較的に楽であることから更なる施設の拡充ができ

たのではないかと言っておりました。まさに地の利を最大限に生かし、行政との連携が

うまくいった好事例ではないでしょうか。既にご存じの内容であったかとは思いますが、

ご参考になればと思い報告させていただきます。 

  ４、その他の課題。 

  （１）昨年末に町の中心街にクマの親子が出没しました。私のほうには１２月３１日

の午前中に、お知り合いの方から緊急の連絡をいただきました。早朝や夕方の時間帯だ

と聞き、その時間帯に外に出ることを控えている町民は少なからずいたようです。実際

に年末年始、せっかく都会から帰省したにもかかわらず、全く町の中を歩くことができ

なかったというご家族もありました。その後も出没があったとのうわさは聞きましたが、

まだ捕獲をしたという話は聞いておりません。富津内地区でクマが１頭駆除されたとは

聞いておりますが、そのクマではないと予想されます。クマが一度覚えた場所、また道

については、再び通る可能性が高いと言われています。ましてや子連れでしたので、子

どもが大きく成長して再びやってくることは十分考えられます。 



 

- 138 - 

  市街地でも自治体の判断で特例的に猟銃の使用を可能とする改正案、緊急銃猟は、今

年の秋までに可能になる見込みですが、その前に出没してしまう可能性もあります。そ

れまで待ってられません。今後のクマ対策はどうするのでしょうか、町の対応を問いま

す。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  森林面積が町の総面積の８割以上にもなり、我々人間の居住区が山林に囲まれた地理

条件のもと、クマの出没は今後も継続するものと認識しております。昨年末は、おっし

ゃられたように市街地で親子グマが目撃されており、痕跡情報も広範囲に及ぶなど、冬

眠しない個体の存在によって、冬期間においても警戒を解くことのできない状況となっ

ております。今回の件は２週間ほど痕跡確認が続きましたが、しばらく確認されており

ませんので、元の生息域に戻ったものと思われます。 

  今後の対策といたしましては、さきの椎名議員へも答弁しましたが、出没抑制として

の徐伐、やぶ払いによる緩衝帯の整備、誘因物除去として誘因樹木である柿・栗などの

調査、そして伐採補助を継続し、市街地での対策といたしましては、緊急銃猟を見据え

たマニュアルの見直し、関係機関との連絡体制の再確認など今後見えてくる部分があり

ますので、対応にあたってまいります。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） 小玉議員 

○２番（小玉正範君） 人間と野生の動物の住む場所をしっかりと分けるっていうことは、

よく言われておりますので、大事なことかなと思っています。ただちょっと気になるこ

とが一つありまして、私、その連絡を電話で受けた時に、それは単なるうわさであって

本当は違うんじゃないかというふうなことも思いまして、１２月３１日の午前中に現地

を視察してみました。視察というか探してみました。そしたら確かに親子グマの足跡が

犬とは全く違う形でついている箇所がありました。なぜそこを歩いていたかという理由

も何となくこう理解できるものがありました。そこで、まあクマの出没箇所が町の中心

街であるという重大性を考えると、その形跡や回数を正確に把握することは大事な部分

でないかなというふうに思うんですが、その親子グマが通った経路はどこからどこまで

なのか、そしてその時間帯や回数について町としてはどこまで掌握されているのか、ち

ょっと気になりますので教えていただけないものでしょうか。 
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○議長（石川交三君） 大石農林振興課長 

○農林振興課長（大石芳勝君） 小玉議員にお答えいたします。 

  広報の配布と合わせてクマの出没警戒ということでチラシを配布した中に、その目撃

情報、足跡の確認された箇所ということで記載してまず周知をしておるところでござい

まして、実際の本当の、本当というか痕跡のついている数、全部は把握してないんです

けど、大まかな箇所として足跡の痕跡を目撃されたというのを３か所まず記載しており

ます。あと、実際にクマの個体を目撃したという情報を示したのが３か所ほど、このチ

ラシに記載して掲載しております。一応公式でこう出しているのは以上でございます。 

○議長（石川交三君） 小玉議員 

○２番（小玉正範君） そうですね、私もちょっと目を通した記憶があるんですけど、も

しその何ていうか、足跡とかその形跡、どこの山から出てきて、どこの山に戻っていっ

たかっていうのが分かれば、その経路っていうか足跡のところに、まあ何かわなを仕掛

けておいて捕まえるとか、そういったことの参考になるかと思いますので、そういった

ところ、まあ今はもう足音全部消えてますのであれですけど、次回もしありましたらぜ

ひそういったところを細かく調べていただいて対策を立てていただければというふうに

思っております。 

  次に移ります。（２）昨年９月にも質問しておりますが、五城館のホール２階にある

町民から寄贈された貴重な蔵書、石川文庫は、私が指摘してから半年が経過しましたが、

まだそのまま放置されている状態です。大げさな言い方ではありませんけれど、町長の

主張する文化の薫り高い町とは言えないと思われます。図書全般に対する町の扱い、尊

い行為である寄附という思いをどう扱うかという問題にもなりかねません。貴重な町の

財産を今後どうするのでしょうか、町の意向を伺います。 

○議長（石川交三君） 畑澤教育長 

○教育長（畑澤政信君） ２番小玉議員のご質問にお答えいたします。 

  平成７年度に五城館のオープンに合わせて、故石川富司様のご遺族より、菅江真澄遊

覧記をはじめ多くの貴重な図書をご寄贈いただき、五城館ホール２階に石川文庫として

設置されたものと認識しております。教育委員会では、所蔵の書籍を調査したところ、

２００冊を超える貴重な図書が保管されていることが判明しました。今後、五城館に寄

贈された経緯を踏まえ、指定管理受託者など関係者と協議し、教育委員会に利活用を委

託された場合は、生涯学習における読書活動推進の視点から、所蔵場所や活用方法など
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協議してまいりたいと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（石川交三君） 小玉議員 

○２番（小玉正範君） 何とかそのように進めていただければというふうに強く願ってお

ります。文化の薫り高い町をぜひつくっていただきたいと願っております。 

  （３）若者の出会い対策について、２年前までは積極的に出会いの場を町が提供して

いたようですが、令和６年度は実施していないかと思います。本町は子育て対策として

の経済的支援は大変充実していると昨日感じましたが、しかしながらそれ以前に若者の

婚姻数が増えていかなければ、先細りは防げません。町長も指摘しているところです。

やはり若者の出会い対策は必要と思われます。結婚願望が低いと言われる現代の若者で

すが、結婚を望む若者の割合は昔も今も変わっていないという調査結果もあります。若

者たちに、より充実した人生への希望を持ってもらうためにも、このままでいいわけは

ありません。また、その際に無理に狭い町内での出会いにこだわる必要はありません。

県南のある市には、特定の「マッチングアプリ」の利用料の一部を助成するなど対策を

している自治体がありますが、本町では今後どのような対策が検討されるものでしょう

か。町長の公約にはないようですけども、町長の思いをお聞かせください。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  昨日も少しお話しさせてもらったんですけども、少子化、これはイコール少母化、お

母さんの数、少母化、で、イコールその婚姻数が増えないと、全部つながっていくわけ

でありまして、このような出会いの場の大切さは十分感じているところであります。 

  この出会いを創造する事業につきましては、若者交流イベントを昨年度まで実施して

おりましたが、なかなか望んだ成果が生まれなかったことから事業を終了したと報告を

受けております。 

  小玉議員よりお話がありましたマッチングアプリ使用料補助金は、先ほど県南の都市

と言いましたけれども、これ横手市だと思います。横手市が県内で唯一、令和６年度か

らそのマッチングアプリ使用料の補助金の事業を実施しております。今年度の実績は１

６人ということでありました。五城目町では、県や県内市町村、県医師会などで共同設

立した秋田県結婚支援センターの会員登録を促し、マッチングを支援しているところで

あります。今後も関係機関と連携しながら、出会いや結婚を支援してまいりたいと思い
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ます。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） 小玉議員 

○２番（小玉正範君） 私の不勉強からちょっと分かりませんでした。何とかこの後も支

援を強化していただければなというふうに思っております。 

  私の一般質問に真摯にお答えいただき、感謝を申し上げます。特に、これまで３回ほ

ど一般質問やってますが、本日の一般質問の回答には未来を感じさせるというか、希望

を感じさせる部分が多く、私もやりがいを感じ始めております。本当にありがたいこと

です。特に荒川町長には就任されてから忙しい日々が続いているかと思われますが、こ

れからが本領発揮です。今、本庁舎には新しい風が吹いているように感じます。忙しい

とは思われますが、文書で打ち出しを出すだけではなく、時には各課に足を運び、その

様子をご覧になり、触れ合っていただくことが仕事への更なる意欲向上につながること

と思います。今後とも町長の素早い行動力、冷静な判断力と大胆な決断力、そして最後

に柔軟性のある包容力を存分に発揮していただくことに期待して、私の一般質問を終わ

ります。ありがとうございました。 

○議長（石川交三君） ２番小玉正範議員の一般質問は終了いたしました。 

  なお、小玉議員に申し上げますが、質問中に何回か「町長さん」と呼んだ点がありま

して、さんづけはしないでください。議員必携にもありますように、町長と呼ぶこと自

体がもう既に尊称になっておりますので、よろしくお願いをいたします。 

  次に、３番伊藤信子議員の発言を許します。３番伊藤信子議員 

○３番（伊藤信子君） ３番伊藤信子です。 

  皆さん大変お疲れでしょうけれども、最後の一般質問ですので、よろしくお願いいた

します。 

  まずはじめに、２０年ぶりに誕生いたしました新町長、おめでとうございます。荒川

町長の就任の挨拶で、「まちづくりの主役は住民一人ひとり、相手側に投票した方々の

ことも頭に入れ、気を引き締めて４年間務める。」と書かれておりました。私はこの言

葉に感銘いたしました。私も今まで以上に一歩踏み出せそうな気がいたします。どうか

今まで以上の爽やかな風を町政に吹かせてくれることを期待しております。 

  それでは、通告に従いまして私の質問をいたします。 

  項目の１番目は、買い物弱者支援についてです。 



 

- 142 - 

  昨日の椎名議員の質問にもありましたように、ここ数年前から「買い物弱者・買い物

困難者」は社会的課題として取り沙汰されているように思われます。高齢化や過疎化の

問題、地元小売業の廃業、地域での生活の存続を左右するほどの課題となっております。 

  今、農協では、移動購買車「とうこちゃん」を稼働しています。地域的には、富津内、

内川、馬場目地区の３か所ですが、ほとんどが高齢者で、一人暮らしか夫婦での暮らし

の方々です。常連さんも増えて、とうこちゃんの音楽が聞こえてくると皆さん楽しみに

してくれています。買い物が終わった後で、「本当に助かる。ありがたい。」の言葉で

スタッフも喜んでおります。先駆けて農協では移動購買車を行っていますが、町として、

今後農協とどのように携わっていくのか、お考えをお聞かせください。 

  また、ハード面ではできておりますが、ソフト面でのサポートを町ではしてくださる

のか。移動購買車を稼働するにあたり、ガソリン価格の高騰、人件費、運営をしていく

にあたり、資金的援助についてはどのように思われているのかお聞きしたいです。 

  また、自治体における買い物困難支援制度については何かお考えでしょうか、お聞か

せください。 

○議長（石川交三君） 執行部の答弁を求めます。荒川町長 

○町長（荒川滋君） ３番伊藤信子議員にお答えいたします。 

  ＪＡあきた湖東様におきましては、先ほど話があったように五城目町において移動購

買車「とうこちゃん」による買い物支援を行っていただき、心より感謝を申し上げます。

私、初めてあの車を見た時、「ことうちゃん」だと思っていまして、ＪＡあきた湖東が

やっているので「ことうちゃん」だと思ったら「とうこちゃん」だっていうことで、す

ごく皆さん楽しみにしているっていうことをその時に感じました。 

  町では、乗合タクシーやマイタウンバスにより町民の皆様の買い物を支援していると

ころでありますけども、椎名議員のご質問でもお答えしたとおり、今後はＪＡあきた湖

東と連携し、買い物困難者対策を強化したいと考えておりますので、近日中にＪＡあき

た湖東とは協議を行う予定にしております。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） 伊藤議員 

○３番（伊藤信子君） ありがとうございます。その旨を農協に帰りましたら話をしてい

きたいなと思っておりますが、この資金的援助についてもお考えでしょうか。それも含

めて、今後農協のほうとお話するというような感じなのでしょうか。すいません。 
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○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  資金的援助も合わせて、近日中に行うその会談のほうでその内容を詰めていきたいと

思っております。よろしくお願いします。 

○議長（石川交三君） 伊藤議員 

○３番（伊藤信子君） 分かりました。よろしくお願いいたします。 

  それでは、項目の２つ目の質問です。９月の定例会の時も質問させていただきました

が、朝市マラソン大会復活についてです。答弁といたしましては、新たな実行委員会に

よっては支援の在り方を判断するとの回答でした。荒川町長が議員の時に、朝市マラソ

ン大会復活について一般質問に取り上げておりましたが、いま一度、町としての考えを

お聞きいたしたいと思います。 

  また、今後、新たに実行委員を立ち上げるにあたり、実行委員の高齢化、スタッフ不

足、予算不足が挙げられます。町の職員を中心として、前回までの実行委員では考えら

れないような若い世代の考えを取り組むことができないのかお聞きしたい。 

  朝市マラソンの復活にあたり、資金的援助については考えてくれるのかお聞きしたい

です。 

  町長は就任の挨拶で、職員に対し「知恵を出し合い、満足度向上に努めよう。」と言っ

ておられます。どうか私たちには出せないその知恵を貸していただきたいと思っており

ますが、町の考えはどうでしょうか。 

○議長（石川交三君） 畑澤教育長 

○教育長（畑澤政信君） ３番伊藤議員のご質問にお答えいたします。 

  五城目朝市マラソン大会は、五城目町陸上競技協会を中心とした実行委員会により実

施され、町といたしましても参加者から大きな評価もいただき、町にとって大きなイベ

ントであったというふうに認識しております。しかしながら実行委員会より、近年の支

援団体の減少、専門性を要する実行委員の減少や高齢化により運営を維持することが非

常に困難であるため、開催はしないとの申し出がありました。 

  昨年の９月定例会でも申し上げましたが、今後、実行委員会の体制が確立され、この

ような大会が企画・立案された場合には、資金援助も含め、後援の在り方を判断したい

と考えております。 

  以上でございます。 
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○議長（石川交三君） 伊藤議員 

○３番（伊藤信子君） 前に質問させていただいた時と同じような回答で、とても残念で

すが、地道にお願いするしかないのかなと思いました。私の説明不足もあるとは思うん

ですが、午前中に斎藤議員がお話したように、実行委員つくるにあたって、そういうの

をつくるにあたって町の職員の人たちが中心になってもらいたいっていうか、そういう

感じで私、斎藤議員のお話を聞いてたんですけれども、それから実行委員を立ち上げた

後にみんなで頑張ろうって、そういう感じで私は受け止めたんですけれども、私もその

実行委員を立ち上げる前に、町のその若い人たちの声を聞いて、どうやればこういうふ

うに実行委員ができるんだよって、そういう知恵が欲しくて、また再度質問をさせてい

ただきました。また、恐らくこの後もまた同じような質問をさせていただくかとは思い

ますが、その時までに少し考えていただきたいなと思っております。 

  それから、これはあくまでも参考ですけれども、秋田県でもいろいろなマラソンが行

われております。一つとしては若美のメロンマラソンです。メロンマラソンは行政とＪ

Ａが一体となって行っております。メロンマラソンに対してはメロンの食べ放題が魅力

で、私も何度か走ったり、お手伝いしたりしております。今は男鹿市役所の中に事務局

があるそうです。３，０００名くらいの参加者なので、それくらいの事務所をつくって

も間違ってはいないなと思いました。それからもう一つは、二ツ井マラソンに関してで

す。町全体が高齢者もスタッフという感じでした。会う人、会う人がスタッフのジャン

バーを着て、みんなを励ましておりました。あの時の印象はすごくびっくりしました。

もう数年前のことなので今はどうなっているのかちょっと分かりませんけれども、それ

で昨日もちょっと町長と話したんですけれども、町民全員を巻き込めればいいのになと

いうお話をさせていただきました。少しでも自分が体力があるうちに、朝市マラソンの

復活ができてお手伝いできればいいなと考えております。今後期待したいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

  最後の３つ目の質問です。２月７日から確定申告が町役場会議室で行われております。

早い人は朝８時前から来て受付をしており、それから２時間以上も待っている人もおり

ます。その地域によっては多少違いはあるとは思われますが、その中でテレビがあれば

いいなと思っている方もおりました。毎年行われていることなので、住民サービスの一

環として前向きに考えてみてはいかがでしょうか。よろしくお願いします。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 
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○町長（荒川滋君） お答えいたします。 

  申告相談に来られた方には、混雑状況などにより長時間お待たせする場合がございま

す。ご不便をおかけしておりますが、何卒ご理解をいただき、どうしてもテレビが見た

いという場合は、必要に応じて役場１階の玄関ホール及び売店に設置しておりますテレ

ビをご利用いただければと存じます。 

  なお、この伊藤議員からのご提言を考慮し、現在、申告会場には町広報紙などの読み

物を配置し、対応を取っております。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） 伊藤議員 

○３番（伊藤信子君） ありがとうございました。少しでもそういうふうにして前向きに

やってもらえれば助かります。ありがとうございます。 

  それでは皆さんもお疲れでしょうですので、私の一般質問はこれで終わりたいと思い

ます。どうもありがとうございました。 

○議長（石川交三君） ３番伊藤信子議員の一般質問は終了いたしました。 

  ここで暫時休憩とし、再開は２時２０分といたします。 

             午後 ２時０７分 休憩 

………………………………………………………………………………………………………… 

             午後 ２時２０分 再開 

○議長（石川交三君） 再開いたします。 

  議事日程に従い、本日中に議案上程を終えますので、ご協力をお願いをいたします。 

  日程に従い、議案の審議に入ります。 

  お諮りいたします。議案第４号から議案第６号までを一括議題に供したいが、これに

ご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第４号、損害賠償の額を

定めることについて、議案第５号、損害賠償の額を定めることについて、議案第６号、

損害賠償の額を定めることについて、以上３件の議案について一括議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。澤田石副町長 

○副町長（澤田石清樹君） それでは、議案第４号から第６号までの３件の議案につきま

して、一括して上程をさせていただきたいと思います。 
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  提案理由をご説明申し上げます。 

  ３議案全て車輌破損について、地方自治法第９６条第１項第１３号の規定によりまし

て損害賠償の額を定めるため、議会の議決を求めるものでございます。 

  議案ごとに内容のご説明申し上げます。 

  はじめに、議案綴り、議案の４ページをお願いいたします。 

  議案第４号、損害賠償の額を定めることについて。 

  本案は、令和７年１月の３日、五城目町高崎字中泉田地内の町道岩野高崎線におきま

して、道路舗装の整備不良により走行中の普通自動車の左前輪が損傷したことについて、

損害賠償の額を２万９，６５８円とするものであります。 

  次のページ、５ページには事故の詳細などにつきまして記載されておりますが、そこ

に記載ありますが、損害額というのが５万９，３１５円でありまして、過失割合は５０％

となってございます。 

  続きまして議案の６ページをお願いいたします。 

  議案第５号、損害賠償の額を定めることについて。 

  本案は、令和７年１月５日、五城目町高崎字中泉田地内の町道岩野高崎線におきまし

て、道路舗装の整備不良により走行中の軽自動車の左後輸が損傷したことについて、損

害賠償の額を９，６００円とするものであります。 

  次の７ページをお願いします。 

  詳細につきましては参考資料の記載のとおりでございますが、損害額は１万９，２０

０円であり、過失割合は５０％となっております。 

  続きまして議案綴りの８ページをお願いいたします。 

  議案第６号、損害賠償の額を定めることについて。 

  本案は、令和７年１月の２６日、五城目町高崎字雀館下川原地内、県道秋田八郎潟線

において、街路樹の枯枝が落下したことによりまして走行中の普通自動車が損傷したこ

とについて、損害賠償の額を３万６，２８０円とするものであります。 

  次のページ、９ページをお願いします。 

  事故の詳細などにつきましては、参考の資料の記載のとおりでございます。 

  この事故の損害額というのは３万６，２８０円でありまして、過失割合は１００％と

なっております。 

  以上、３議案についての説明となります。ご審議の上、ご可決賜りますよう、よろし
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くお願い申し上げます。 

○議長（石川交三君） 以上３件の議案に対する質疑を許します。１４番舘岡議員 

○１４番（舘岡隆君） いずれこの場所が高崎地内になっておりますので、どの辺の場所

かちょっとこのこと分かりませんが、日程は、日付は違うようでございますが、同じ箇

所、４号と５号は同じ箇所でこの事故があったということでしょうか。それらと、どの

ような道路の欠陥状況であったか、それお知らせ願いたいと思います。 

○議長（石川交三君） 猿田建設課長 

○建設課長（猿田弘巳君） 舘岡議員にお答えいたします。 

  まずはじめに、議案第４号の破損箇所ですが、こちらは町道岩野高崎線の下り方向の

走行路であります。雀舘幹線から県道秋田八郎潟線に向かう下り路線であります。 

  次に議案第５号でありますが、こちらの破損箇所は、逆に岩野高崎線の県道から雀舘

幹線に向かいます上り路線の２か所でございました。いずれも冬期間の路盤の凍結融解

によるポットホールの発生であります。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） ほかに。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 議案第４号から議案第６号までの３件に対する質疑は終わったも

のと認めます。 

  お諮りいたします。議案第４号から議案第６号のこれが審査については、総務産業常

任委員会に付託することにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第４号、議案第５号、議

案第６号の審査については、総務産業常任委員会に付託することに決定いたします。 

  お諮りいたします。議案第７号と議案第８号を一括議題に供したいが、これにご異議

ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第７号、工事請負変更契

約の締結について、令和５年災 廣徳寺橋橋梁災害復旧工事（橋台撤去、新設工事）、

議案第８号、工事請負変更契約の締結について、令和５年災 廣徳寺橋橋梁災害復旧工

事（上部工）、以上２件の議案について一括議題といたします。 
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  提案理由の説明を求めます。澤田石副町長 

○副町長（澤田石清樹君） それでは、議案第７号と８号の２件の議案につきまして、一

括して上程をさせていただきたいと思います。 

  提案理由をご説明申し上げます。 

  この２議案は、廣徳寺橋橋梁復旧工事につきまして、工事の工期を延長する変更契約

を締結するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２

条の規定によりまして、議会の議決を求めるものであります。 

  なお、本件につきましては、それぞれ令和６年度３月補正予算におきまして繰越明許

費の設定を行うこととしております。 

  議案ごとに内容をご説明申し上げます。 

  議案綴りの１０ページをお願いいたします。 

  はじめに、議案の第７号でありますが、工事請負変更契約の締結について、令和５年

災 廣徳寺橋橋梁災害復旧工事（橋台撤去、新設工事）でありますが、本案は、令和６

年９月１３日に議会の議決を得ました、令和５年災 廣徳寺橋橋梁災害復旧工事（橋台

撤去、新設工事）におきまして、昨今の能登半島地震や県内各地の災害復旧工事が多数

ある影響から仮設資材の搬入や施工関連業者の現地入りなど予定しておりました工程に

遅れが生じたことなどによりまして、工期を延長する変更契約を締結するものでありま

す。 

  工期の変更内容でございますが、令和６年１０月１日から令和７年３月３１日までと

しておりました工期を令和７年１０月３１日まで７か月延長するものであります。 

  契約の相手方は、株式会社菅与組五城目支店であります。 

  次に、議案綴りの１１ページをお願いします。 

  議案第８号、工事請負変更契約の締結について、令和５年災 廣徳寺橋橋梁災害復旧

工事（上部工）。 

  本案は、令和７年１月２７日に議会の議決を得ました、令和５年災 廣徳寺橋橋梁災

害復旧工事（上部工）において、橋桁製作及び橋桁架設後に施工する仮設堤防、それか

ら仮設橋梁、それから仮設道路の撤去などに相当の期間を要すことから、工期を延長す

る変更契約を締結するものであります。 

  工期の変更の内容でございますが、令和７年１月３１日から令和７年３月３１日まで

の工期を令和８年の３月２０日まで１年間延長するものであります。 
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  契約の相手方は、ピーエス・コンストラクション株式会社秋田営業所であります。 

  以上、２議案についての説明となります。ご審議の上、ご可決賜りますよう、よろし

くお願い申し上げます。 

○議長（石川交三君） 以上２件の議案に対する質疑を許します。１４番舘岡議員 

○１４番（舘岡隆君） どちらもこの７か月延長されるものと１年延長されるもの、これ

このままでいって最終的に金額も変わってくるんでないかなと心配されるわけでござい

ますが、このぐらい延ばすと当然向こうも経費かかってくるだろうし、当然金額の恐ら

く変わってくるような感じいたします。そこでこのような、今回は日程だけでございま

すが、最終的に契約金額の変更に来るんじゃないかと、まあ心配されるわけでございま

すが、その辺どうでしょうか。 

○議長（石川交三君） 猿田建設課長 

○建設課長（猿田弘巳君） 舘岡議員にお答えいたします。 

  いずれの工事も着手はいたしておりますが、まだ完成までには至っておりませんので、

今後当然のことながら増額あるいは減額の変更契約が発生するかと思われます。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） ほかに。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 議案第７号と議案第８号の２件に対する質疑は終わったものと認

めます。 

  お諮りいたします。議案第７号と議案第８号のこれが審査については、総務産業常任

委員会に付託することにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第７号と議案第８号の審

査については、総務産業常任委員会に付託することに決定いたします。 

  次に、議案第９号、刑法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整理に関

する条例制定についてを議題といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。澤田石副町長 

○副町長（澤田石清樹君） 議案綴りの１２ページをお願いいたします。 

  議案第９号、刑法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整理に関する条

例制定について、提案理由をご説明申し上げます。 
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  本案は、刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う

関係法律の整理等に関する法律が令和７年６月１日から施行されることに伴い、字句の

整理を行うため、関係条例の一部を改正するものであります。 

  改正内容についてご説明申し上げます。 

  １３ページをお願いいたします。 

  ２つの条例がございますが、第１条は「五城目町職員の分限に関する手続及び効果に

関する条例の一部改正」、２つ目が第２条にあります「五城目町消防団員の定員、任免、

給与、服務等に関する条例の一部改正」となっており、それぞれ法律の改正規定に基づ

き、「禁固」を「拘禁刑」に改めるものでございます。 

  施行日は、令和７年６月１日からとしております。 

  以上が説明となります。ご審議の上、ご可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑を許します。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑はないものと認めます。 

  お諮りいたします。本案のこれが審査については、総務産業常任委員会に付託するこ

とにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第９号の審査については、

総務産業常任委員会に付託することに決定いたします。 

  次に、議案第１０号、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に

関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例

の整備に関する条例制定についてを議題といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。澤田石副町長 

○副町長（澤田石清樹君） 議案綴りの１４ページをお願いいたします。 

  議案第１０号、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する

法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備

に関する条例制定について、提案理由をご説明申し上げます。 

  本案は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及

び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の一部が令和７年４月１日から施行
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されることに伴い、仕事と育児・介護を両立できるようにするための措置を講ずるため、

関係条例の整備に関する条例を制定するものであります。 

  関係条例の主な改正内容についてご説明を申し上げます。 

  １５ページをお願いいたします。 

  第１条でございますが、「五城目町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正」

でありまして、改正条文中の第８条の３の改正でございますが、子を養育する職員が深

夜勤務及び時間外勤務を制限するために請求する場合における「子を養育する職員」の

範囲を「３歳に満たない子を養育する職員」から「小学校就学の始期に達するまでの子

を養育する職員」まで、３歳から小学校就学までということで拡大するものであります。

そしてまた、第１７条、それから第１９条の２、第１９条の３の改正は、仕事と介護と

の両立に資する制度に基づきまして、介護休暇に関する措置などを加える改正となって

おります。 

  次に、１６ページをお願いいたします。 

  第２条でございますが、「職員の育児休業等に関する条例の一部改正」でありまして、

非常勤職員に対する部分休業の承認に関し参照しております法律の条項がずれましたこ

とから、改正をするものでございます。 

  続いて第３条でございますが、「企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部

改正」でございまして、内容は先ほどご説明した第１条と同じ改正をするものでござい

ます。 

  施行期日については、令和７年４月１日からとしております。経過措置もありますが、

これを踏まえての施行となりますので、よろしくお願いします。 

  以上が説明となります。ご審議の上、ご可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑を許します。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑はないものと認めます。 

  お諮りいたします。本案のこれが審査については、総務産業常任委員会に付託するこ

とにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第１０号の審査について



 

- 152 - 

は、総務産業常任委員会に付託することに決定いたします。 

  次に、議案第１１号、五城目町特別職の職員の給与並びに旅費に関する条例等の一部

を改正する条例制定についてを議題といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。澤田石副町長 

○副町長（澤田石清樹君） 議案綴りの１８ページをお願いいたします。 

  議案第１１号、五城目町特別職の職員の給与並びに旅費に関する条例等の一部を改正

する条例制定について、提案理由をご説明申し上げます。 

  本案は、昨今の物価高騰やインバウンド需要による宿泊料などの値上がりに対応する

ため、五城目町特別職の職員の給与並びに旅費に関する条例などに規定する基準となる

宿泊料・車賃の金額の改正などにつきまして、関係する５つの条例の一部を改正するも

のであります。 

  主な改正内容についてご説明申し上げます。 

  はじめに、１９ページをお願いいたします。 

  第１条は「五城目町特別職の職員の給与並びに旅費に関する条例の一部改正」であり

まして、別表第２に規定する宿泊料につきまして、県外、県内に規定する額の範囲内の

実費額とすることに改正し、県外の場合におきましては、金額でございますが、１万３，

０００円である今のものを１，８００円引き上げまして、宿泊料については１万４，８

００円に改正するものでございます。 

  次に、第２条でございますが、「議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

の一部改正」でありまして、先ほどご説明しました第１条の改正と同じ内容となってお

ります。 

  続いて第３条でございますが、「五城目町招致外国青年の給料及び旅費に関する条例

の一部改正」でありまして、旅費の支給額について、これまで５級以下という形での職

務関係するものを適用するとありましたが、今後は給料表の級区分によらず一律とする

職員等の旅費の改正に合わせて改正するものとしております。 

  続きまして２０ページをお願いいたします。 

  第１５条でございますが、車賃の額を、これまで１ｋｍ当たり３０円でございました

が、これを７円引き上げまして３７円に改定するものであります。 

  次に、２１ページをお願いいたします。 

  別表第１の改正でございますけれども、宿泊料などを規定した表でございまして、職
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員の給料表の級などによりまして４つの区分を１区分、１つの区分に改正するとともに、

例えば、この表にございますが、３級の職員の宿泊料と日当につきましては、県外の場

合は、宿泊料は１万円から３，１００円引き上げまして１万３，１００円とし、日当に

つきましては、１，８００円から２００円引き上げ、２，０００円と改正するものでご

ざいます。 

  次に、２３ページをお願いいたします。 

  ５つ目の改正になりますが、第５条、「五城目町会計年度任用職員の給与及び費用弁

償に関する条例の一部改正」でございますが、費用弁償の額を一般職、この職員と同じ

基準で行うための改正でございます。 

  それぞれ５本ございますが、施行期日に関しては、令和７年４月１日からとしており

ます。 

  以上が説明となります。ご審議の上、ご可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑を許します。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑はないものと認めます。 

  お諮りいたします。本案のこれが審査については、総務産業常任委員会に付託するこ

とにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第１１号の審査について

は、総務産業常任委員会に付託することに決定いたします。 

  次に、議案第１２号、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定に

ついてを議題といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。澤田石副町長 

○副町長（澤田石清樹君） 議案綴りの２４ページをお願いいたします。 

  議案第１２号、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について、

提案理由をご説明申し上げます。 

  本案は、令和６年度の人事院勧告に伴う制度の改正及び秋田県に準じた給料表の改正

を令和７年４月１日から実施するため、また、刑法等の一部を改正する法律及び刑法等

の一部を改正する法律の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律が令和７年６月１日
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から施行されることに伴い、当該条例の一部を改正するものであります。 

  主な改正内容についてご説明を申し上げます。 

  ２５ページをお願いします。 

  はじめに、第４条の改正でございますが、昇給の基準等について、懲戒処分を受けた

職員に関する規定を加えるなどの改正を行っております。 

  続いて第６条の改正でございますが、扶養手当につきまして、支給対象から配偶者を

削除し、扶養する子１人当たり１万円を３，０００円引き上げ、１万３，０００円とす

るものでございます。 

  続いて２７ページをお願いいたします。 

  ２７ページにあります第１３条の２の改正でございますけれども、管理職員特別勤務

手当の平日深夜勤務の支給対象時間帯を「午前０時から午前５時まで」としていたもの

を「午後１０時から翌日の午前５時まで」に拡大するものでございます。 

  それから、第１５条の２及び第１５条の３につきましては、法律の改正規定に基づき

まして、「禁固」を「拘禁刑」に改めるものであります。 

  次に、別表第１の一般職の給料表の改定についてでございますが、今までこの給料表

が準拠していたのは国の給料表でありまして、今回の改正によりまして秋田県の給料表

に変更するため、全部の改正を行うものでございます。この準拠する国から秋田県に変

わったという中で、今回この改正によりまして、職員１人当たり平均で給料月額が２，

１００円増額となるものでございます。あくまで平均でございます。２，１００円の増

額となります。 

  なお、秋田県内で国の給料表に準拠していたのは本町と大仙市の２つでございました

が、県内の他市町村との給料表の均衡を図りまして、職員の待遇改善を進めたいと考え

ております。 

  施行期日は、刑法等の関係の第１５条の２及び第１５条の３の改定に関しては、令和

７年６月１日からとし、それ以外の改定につきましては、令和７年４月１日からとして

おります。 

  以上が説明となります。ご審議の上、ご可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑を許します。 

             （「質疑なし」の声あり） 
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○議長（石川交三君） 本案に対する質疑はないものと認めます。 

  お諮りいたします。本案のこれが審査については、総務産業常任委員会に付託するこ

とにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第１２号の審査について

は、総務産業常任委員会に付託することに決定いたします。 

  次に、議案第１３号、五城目町寿条例の一部を改正する条例制定についてを議題とい

たします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。澤田石副町長 

○副町長（澤田石清樹君） 議案綴りの３８ページをお願いいたします。 

  議案第１３号、五城目町寿条例の一部を改正する条例制定について、提案理由をご説

明申し上げます。 

  本案は、高齢者を敬愛し長寿を祝福することを基本理念とした長寿祝金について、支

給対象となっております満９０歳と満１００歳の者を見直し、長寿祝金について満１０

０歳の者に限定し支給することとし、満９０歳の者に対しましては、敬老福祉のつどい

におきまして長寿祝品を贈呈する方法に見直すため、当該条例の一部を改正するもので

あります。 

  改正内容についてご説明申し上げます。 

  ３９ページをお願いいたします。 

  第２条でございますが、これまで祝金の支給対象としておりました満９０歳の方を除

くとした改正であります。 

  第３条は、満９０歳の方に対する２万円の支給規定を削り、満１００歳の方に対しま

して、これまでと同じく、祝金を１０万円支給するとした改正となっております。 

  なお、令和６年度におきます支給対象の人数でございますが、満９０歳の方は７６人、

それから満１００歳の方は１０人見込まれております。同様に令和７年度の場合を見て

みますと、９０歳の方が１０１人、それから１００歳の方が１１人見込まれております。 

  施行期日は、令和７年４月１日からとしております。 

  以上が説明となります。ご審議の上、ご可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑を許します。 
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             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑はないものと認めます。 

  お諮りいたします。本案のこれが審査については、教育民生常任委員会に付託するこ

とにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第１３号の審査について

は、教育民生常任委員会に付託することに決定いたします。 

  次に、議案第１４号、五城目町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条

例制定についてを議題といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。澤田石副町長 

○副町長（澤田石清樹君） 議案綴りの４０ページをお願いいたします。 

  議案第１４号、五城目町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制

定について、提案理由をご説明申し上げます。 

  本案は、災害弔慰金の支給等に関する法律の改正に伴いまして、災害援護資金の限度

を一部引き上げるとともに、新たに災害弔慰金等の支給に関する事項の調査審議に係る

審査会を設置するため、当該条例の一部を改正するものであります。 

  改正内容についてご説明申し上げます。 

  ４１ページをお願いいたします。 

  １３条の改正規定でございますが、災害援護資金の貸付限度額につきまして、住居の

全体が滅失若しくは流出した場合における２５０万円としておりましたが、これを３５

０万円に引き上げる改正であります。 

  次に、第５章第１６条は、新たに「五城目町災害弔慰金等支給審査委員会」を設置す

る規定を加える改正でございます。当該委員会でございますが、町長の諮問に応じまし

て、「災害弔慰金」などの支給に関して、特に災害による死亡等であるかどうか、この

不明な案件の因果関係等を調査審議するものでございまして、委員は５人以内をもって

組織することとし、医師、弁護士などから町長が委嘱するということとしております。 

  ４２ページをお願いいたします。 

  附則の第２条の改正でございますけれども、当該委員会の委員の報酬の額について、

日額２万円として規定させていただいております。 

  本改正の施行期日については、公布の日からとさせていただきたいと考えております。 
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  以上が説明となります。ご審議の上、ご可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑を許します。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑はないものと認めます。 

  お諮りいたします。本案のこれが審査については、教育民生常任委員会に付託するこ

とにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第１４号の審査について

は、教育民生常任委員会に付託することに決定いたします。 

  次に、議案第１５号、五城目町避難行動要支援者名簿及び個別避難計画に関する条例

制定についてを議題といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。澤田石副町長 

○副町長（澤田石清樹君） 議案綴りの４３ページをお願いいたします。 

  議案第１５号、五城目町避難行動要支援者名簿及び個別避難計画に関する条例の制定

について、提案理由をご説明申し上げます。 

  本案は、災害対策基本法に基づき、高齢者及び障害者等の避難行動要支援者の生命又

は身体を保護することを目的としまして、避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の提

供について必要な事項を定めるため、当該条例を制定するものでございます。新たな条

例の制定となります。 

  それでは、条例の概要についてご説明を申し上げます。 

  ４４ページをお願いいたします。 

  第１条でございますが、本条例の目的について規定させていただいております。 

  本条例は、災害の発生に備え、平常時においても、避難行動要支援者名簿及び個別避

難計画に記載又は記録された情報につきまして、避難支援等の実施に必要な限度でもっ

て、本人の同意を得ず関係機関に提供することを可能とするため、災害対策基本法第４

９条の１１第２項のただし書の規定に基づき、制定するものであります。 

  第３条は、避難行動要支援者名簿を作成することについて規定しております。 

  次のページ、４５ページをお願いいたします。 

  第４条でございますが、避難支援等関係者に名簿情報の提供することなどについての
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規定でございます。 

  第５条は、名簿情報の漏えい防止などの適正な管理について規定をさせていただいて

おります。 

  第６条は、名簿情報の目的外利用や第三者への提供制限などについて規定しておりま

す。 

  続いて４６ページをお願いします。 

  第７条は、避難支援等が円滑に実施されるよう個別避難計画を策定すること、町の責

務になりますが、これを規定してございます。 

  第８条は、個別避難計画情報を避難支援等関係者に提供できることについての規定で

ございます。 

  施行期日は、令和７年４月１日からとしております。 

  以上が説明となります。ご審議の上、ご可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑を許します。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑はないものと認めます。 

  お諮りいたします。本案のこれが審査については、教育民生常任委員会に付託するこ

とにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第１５号の審査について

は、教育民生常任委員会に付託することに決定いたします。 

  次に、議案第１６号、五城目町放課後児童健全育成事業による費用の徴収に関する条

例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。澤田石副町長 

○副町長（澤田石清樹君） 議案綴りの４８ページをお願いいたします。 

  議案第１６号、五城目町放課後児童健全育成事業による費用の徴収に関する条例の一

部を改正する条例の制定について、提案理由をご説明申し上げます。 

  本案は、本町で実施しております放課後児童健全育成事業において、学童保育「すず

むしクラブ」の受入れ対象を全学年とするとともに、クラブ費の納入に関しまして納入

通知書以外でも対応できるようにするため、当該条例の一部を改正するものであります。 
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  改正内容につきましてご説明申し上げます。 

  ４９ページをお願いします。 

  第１条の改正文でございますが、「すずむしクラブ」の受入れを、全学年の児童を対

象とするため、「小学校児童」に改正するものであります。 

  第４条の改正でございますが、クラブ費の納入方法につきまして、口座振替でも納入

できるようにするため、改正文としましては、「当該月分を町が指定する期日」として

「納入通知書」という文言をなくしている改正となってございます。 

  施行期日につきましては、令和７年４月１日からとしております。 

  以上が説明となります。ご審議の上、ご可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑を許します。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑はないものと認めます。 

  お諮りいたします。本案のこれが審査については、教育民生常任委員会に付託するこ

とにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第１６号の審査について

は、教育民生常任委員会に付託することに決定いたします。 

  次に、議案第１７号、町道の路線認定についてを議題といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。澤田石副町長 

○副町長（澤田石清樹君） 議案綴りの５０ページをお願いいたします。 

  議案第１７号、町道の路線認定について、提案理由をご説明申し上げます。 

  本案は、県道秋田八郎潟線町村地内の旧県道部分の移管、そしてまた小野台墓地線の

道路新設改良工事の完成に伴い、新たに２路線を町道として認定するため、道路法第８

条第２項の規定によりまして議会の議決を求めるものであります。 

  認定する路線は、１つ目の路線でございますが、路線名を「町村旧県道線」とし、起

点が「五城目町馬場目字三嶽沢３１－２」、それから終点が「五城目町馬場目字町村地

先」で、道路延長は７８５．８ｍ、それから幅員は６．０から８．７ｍとなっておりま

す。 

  それから、２つ目の路線でございますが、路線名を「小野台墓地線」とし、起点が「五
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城目町馬場目字小野台１２１－１」、終点が「五城目町馬場目字小野台１１６－２」で、

道路の延長が８６．２ｍ、幅員は４ｍとなっております。 

  なお、５１ページには、この路線の位置図を載せてございます。 

  説明は以上となります。ご審議の上、ご可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑を許します。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑はないものと認めます。 

  お諮りいたします。本案のこれが審査については、総務産業常任委員会に付託するこ

とにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第１７号の審査について

は、総務産業常任委員会に付託することに決定いたします。 

  次に、議案第１８号、専決処分（第１号）の承認を求めることについて、令和６年度

五城目町一般会計補正予算（第８号）を議題といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。澤田石副町長 

○副町長（澤田石清樹君） それでは、令和６年度一般会計補正予算の令和７年２月２６

日付け町長専決処分予算書の１ページをお願いいたします。 

  議案第１８号となります専決処分（第１号）の承認を求めることについて、令和６年

度五城目町一般会計補正予算（第８号）、提案理由をご説明申し上げます。 

  本案は、令和６年度五城目町一般会計におきまして、この冬の降雪状況を踏まえ、町

民の安全・安心を確保するため、道路除雪等に要する経費を見込み、その必要額を、地

方自治法第１７９条第１項の規定により、令和７年２月２６日付けをもって、令和６年

度五城目町一般会計補正予算（第８号）として専決処分させていただいたものでありま

す。 

  補正額は、予算書の１ページの第１条にありますとおり、歳入歳出それぞれ３，００

０万円を追加しまして、補正後の歳入歳出予算総額を７７億７，４３２万９，０００円

とするものであります。 

  歳入につきましては普通交付税を３，０００万円、歳出にあっては道路除雪委託料を

３，０００万円補正する内容となっております。 



 

- 161 - 

  説明は以上となります。ご審議の上、ご承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑を許します。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑はないものと認めます。 

  お諮りいたします。本案のこれが審査については、総務産業常任委員会に付託するこ

とにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第１８号の審査について

は、総務産業常任委員会に付託することに決定いたします。 

  次に、議案第１９号、令和６年度五城目町一般会計補正予算（第９号）を議題といた

します。 

  本案について提案理由の説明を求めます。澤田石副町長 

○副町長（澤田石清樹君） それでは、令和６年度補正予算書の１ページをお願いいたし

ます。 

  議案第１９号、令和６年度五城目町一般会計補正予算（第９号）、提案理由をご説明

申し上げます。 

  それでははじめに、その１ページの第１条からご説明しますが、この第１条による補

正額でございますが、歳入歳出からそれぞれ１１億８，４３９万８，０００円を減額し、

補正後の歳入歳出予算総額を７５億８，９９３万１，０００円とするものであります。 

  次に、第２条による繰越明許費の補正でございますけれども、災害復旧に係る事業な

ど１１の事業を追加するもので、詳細につきましては６ページの第２表のとおりであり

まして、個々の事業の内容につきましては歳出の説明の際にご説明申し上げます。 

  次に、第３条による地方債の補正でございますけれども、それぞれの事業の精算など

に伴い、新たに追加する地方債又は変更する地方債の限度額を補正するものでございま

して、詳細につきましては６ページ・７ページの第３表のとおりでございまして、具体

的な内容については歳入の中でご説明申し上げます。 

  それでは、補正の主な内容につきましてご説明申し上げますけれども、３月補正であ

りまして、事業費の確定や精算又は実績見込みによる減額補正などにつきましては、説

明を簡略化又は割愛させていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 
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  それでは、歳入における主な補正内容からご説明を申し上げます。 

  １２ページをお開きください。お願いします。１２ページをお願いします。 

  はじめに、町税の補正でございますけれども、１款１項町民税１目の個人のほうが２，

５６６万８，０００円の減額、２目法人が１６６万６，０００円の増額でございますが、

調定の実績による補正でございます。 

  なお、町民税の個人分につきましては、定額減税の影響を加味した減額補正となって

ございますが、この減額分につきましては９款１項１目の地方特例交付金で補填させて

いただくという補正となってございます。 

  続いて１４ページをお願いいたします。 

  １款２項１目固定資産税でございますが、３０４万１，０００円の増額補正となって

ます。調定実績による補正でございます。 

  続いて１６ページをお願いいたします。 

  この軽自動車税から入湯税、２０ページに関しましては、それぞれ調定実績による補

正となってございまして、詳細説明は省略をさせていただきたいと思います。１６ペー

ジ２０ページについては省略をさせていただきます。 

  続いて２２ページをお開きください。 

  この２２ページから１０ページにわたる３２ページまで各種交付金についての補正と

なってございますが、全て交付見込みによる補正でございまして、これにつきましても

説明は省略をさせていただきたいと思います。 

  ページのほう飛びますけれども、３４ページをお願いいたします。３４ページをお願

いします。 

  ９款１項１目地方特例交付金２，５２５万５，０００円の増額の補正でございますけ

れども、先ほど申し上げましたとおり、定額減税分の補填による交付金ということで補

正でございます。 

  続いて３６ページをお願いいたします。 

  １２款１項２目の土地改良事業費分担金でございます。繰越明許の関係の補正となっ

てございますが、１節６０の団体営土地改良事業費分担金（繰越）につきましては、町

村の町下地区の事業の進捗によりまして繰越事業となるということで、今回この繰越部

分に１００万円の補正をさせていただいております。 

  続いて３８ページから４２ページまでの負担金、それから使用料、手数料に関しては、
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それぞれ実績の見込みによる補正となってございまして、ここの部分についても詳細説

明は省略させていただきたいと思います。 

  ４４ページをお願いいたします。 

  １４款１項国庫負担金でございますが、ここに掲載されてるもの全て実績見込みによ

る補正でございますが、この中の２目災害復旧費国庫負担金の２節の６１の過年災害復

旧事業費負担金（繰越）でございますが、廣徳寺橋など公共施設について、繰越事業と

して実施するため、３億８，７６４万３，０００円を増額補正させていただいておりま

す。 

  続いて４６ページをお願いいたします。 

  １４款２項国庫補助金についても実績見込みによる補正となってございますが、ここ

の１目総務費国庫補助金の７節６０をご覧いただきたいと思いますが、新しい地方経済・

生活環境創生交付金（繰越）と載せてございますが、国の補正で新たに追加された補助

事業を活用するものでございます。で、この備蓄品の整備事業を繰越ということで、８

２８万３，０００円を補正計上させていただいております。その下の３目の衛生費国庫

補助金の１節６０でございますが、出産・子育て応援交付金（繰越）については、健康

管理システムの改修について繰越を行うため、３０万２，０００円を補正するとしてお

ります。 

  続きまして４８ページ、１５款１項の県の負担金でございますけれども、これについ

ても実績見込みによる補正でございます。詳細の説明は省略します。 

  続きまして５０ページをお願いします。 

  １５款２項２目の民生費県補助金は、実績見込みなどによる補正でございます。 

  なお、この２目の中の１節０６の障害者支援施設等物価高騰対策事業費補助金の１８

万円のほか、下にあります０７、０８、そして２節の０４は、それぞれの物価高騰対策

として実施する住民への灯油助成、それから各施設への補助金に対する県の補助金とし

て計上させていただいております。同じく４目の農林水産業費県補助金でございますが、

１節の６０団体営土地改良事業費補助金（繰越）については、町下地区の団体営事業が

繰越となることに伴う６９０万円の補正でございます。 

  続きまして５２ページをお願いいたします。 

  １５款３項委託金は、実績見込みによる補正となっております。内容の説明は省略さ

せていただきます。 
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  続きまして５４ページをお願いいたします。 

  １６款１項２目の利子及び配当金の２節基金利子収入でございますが、各種基金の定

期預金などによる運用益を計上したものであります。 

  続いて５６ページをお願いいたします。 

  １６款２項４目生産物売払収入の１節０１素材売払収入（農林振興課分）で２６９万

５，０００円の増額補正でありますが、町有林の間伐の実績見込みによる収入補正でご

ざいます。同じく５目の分収金収入でございますが、１節０１官行造林等分収金（農林

振興課分）でございますが、７９１万９，０００円の増額は、国有林の間伐などからの

分収金の実績見込みを補正計上させていただいております。 

  ５８ページをお願いします。 

  １７款１項１目の寄附金１，３９８万５，０００円の減額でございますが、ふるさと

納税寄附金等の実績による補正となっております。 

  続きまして６２ページをお願いいたします。 

  １８款２項１目の財政調整基金繰入金２億１８９万９，０００円の減額でございます

が、歳入歳出補正の収支調整という形で、この繰入金を計上させていただいております。

同じく４目ふるさと愛郷基金繰入金の２，０１８万９，０００円の増額でございますが、

ご寄附をいただきましたそれぞれの目的事業に充てるため計上させていただいたもので

あります。 

  続きまして７０ページをお願いします。 

  ２１款１項町債、いずれも事業費確定に伴う精算又は国の補正予算による繰越事業な

どに伴い、翌年度に繰り越すための補正の内容となってございますが、７１ページの説

明欄のところを見ていただきますと、（繰越）という文言が付いている説明が多くあり

ますが、これにつきましては、現年分の起債を減額し、繰越分として記載されている部

分が増額になっているという補正となります。 

  なお、一番下に掲げております指定避難所の生活環境整備事業債８２０万円につきま

しては、新たな繰越事業の起債として計上させていただいております。 

  歳入についてはかなり省略した説明となりますが、以上となります。 

  続いて歳出についてご説明を申し上げます。 

  ７６ページをお願いいたします。 

  ２款１項６目企画費０００１の企画費一般の１節０２の総合発展計画策定審議会委員
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の報酬でございますが、発展計画の進捗管理・公表を行うための審議会を開催する経費

としまして、７万５，０００円を計上しております。同じ細目の１８節０１－０１光ケー

ブル移設工事費の負担金は、県工事に伴う電柱の移設がございまして、光ケーブルが支

障となり、その移転工事の経費として２００万円を計上しております。同じく０００７

のふるさと納税の２４節０１ふるさと愛郷基金積立金は、寄附金の実績見込みにより、

積立分として３７３万円を計上しております。 

  続いて７８ページをお願いいたします。 

  ２款１項１１目の諸費０００２の総務課関係の１８節０２－０１の湖東厚生病院運営

費補助金は、令和６年度から新しく５か年計画が策定されておりますが、これに基づく

経費でございまして、３，３８２万９，０００円を計上しております。 

  続いて８０ページをお願いします。 

  ０００４の健康福祉課関係の２２節償還金利子及び割引料でございますが、新型コロ

ナウイルス接種対策に要しました補助金の過年度の国庫支出金の精算に伴う返還金とし

まして、１，８７３万３，０００円を計上しております。 

  続きまして９６ページまで飛びますが、９６ページの３款１項２目をお願いします。 

  ３款１項２目老人福祉費の００１２介護保険施設等物価高騰対策事業の１８節０２－

０１介護保険施設等物価高騰対策事業費補助金は、県の物価高騰対策に要する補助金を

活用して実施する事業となっておりまして、１，１２２万８，０００円を計上しており

ます。同じく３款１項４目防犯防災対策費でございますが、００６０防犯防災対策費（繰

越）２，３５３万８，０００円の増額でございますが、２つの事業がございます。地域

防災計画の改訂支援業務と、もう一つが国の補正事業におけます備蓄品の購入事業につ

いて翌年度に繰り越すということで、この増額補正を行っております。 

  続いて９８ページをお願いします。 

  ３款２項２目の児童措置費の０００１の子ども・子育て支援費負担金の１８節０２－

０６保育所等物価高騰対策事業費補助金は、先ほどもありました県の物価高騰対策に要

する補助金を活用しまして実施する事業で、５５万７，０００円を計上しております。 

  続いて１０６ページをお願いいたします。 

  ４款１項１目保健衛生総務費でございます。００６０出産・子育て応援交付金事業（繰

越）でございます。３０万３，０００円の増額でございますが、健康管理システムの改

修事業について翌年度に繰り越すとしたことからの補正でございます。 
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  続いて１１２ページをお願いします。 

  ６款１項３目となります。農業振興費でございまして、その中の０００１農業振興費

一般の１８節０１－０７キイチゴ商品開発負担金でございますが、この商品開発につい

て県と共同で実施しておりまして、その負担を５万円計上しております。 

  続きまして１１４ページをお願いいたします。 

  ６款１項の３目の農業振興費の中の００６０の農地集積加速化基盤整備事業（繰越）

から００６３まで並んでおりますが、団体営土地改良事業（繰越）の４つの事業がござ

いますが、全て国の補正予算等による県営事業の繰越等に伴いまして、町の負担金等に

ついて翌年度に繰り越しするものでございます。 

  続いて１１８ページをお願いします。 

  ６款２項１目の林業総務費でございます。０００２の有害鳥獣対策費１８節０２－０

１有害鳥獣駆除事業補助金は、４人に対する狩猟免許取得等の補助金として７３万８，

０００円を計上しております。 

  続きまして１２６ページをお願いいたします。 

  ８款２項３目道路新設改良費でございます。００６０単独道路整備事業（繰越）で７

１３万６，０００円の増額でございますが、川反通線の道路改良工事の進捗状況を踏ま

えまして翌年度に繰り越すという形になりまして、これを増額させていただいたもので

あります。同じく８款２項４目街灯施設費でございますが、０００１街灯施設費で１３

０万８，０００円の増額となってございますが、街灯の修繕箇所が増えたことなどによ

りましての補正となっております。 

  続いて１３０ページをお願いします。 

  ８款４項６目の公共下水道事業費０００１の下水道事業費１６５万円の増額補正でご

ざいますが、下水道事業会計の雨水浸水対策実施設計業務の増加分としまして出資金を

補正するものでございます。 

  続きまして１３４ページ、９款１項１目の消防署費となりますが、その中の０００１

の消防活動費の１０節０１消耗品費は、新規、来年度の新規採用職員２名がございます

けれども、その２名に必要となる被服を購入するための経費としまして９２万３，００

０円を計上しております。それと０００３の施設管理費４４万４，０００円の増額でご

ざいますが、消防庁舎屋根の漏水修繕費として計上させていただいております。 

  続いて１５２ページをお願いします。 
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  １１款１項１目の農地農業用施設災害復旧費でございまして、その中の００６０現年

災害復旧事業（繰越）の３３０万円の増額補正でございますが、森山などからの雨水の

流量調査に係る経費としまして、本年度より事業を行ってございますが、一部７年度に

繰り越すということで３３０万円を繰り越すということで増額補正しております。 

  続きまして１５４ページをお願いいたします。 

  １１款２項１目の公共土木施設災害復旧費の００６１過年災害復旧事業（繰越）の５

億３，１７０万１，０００円の増額でございますが、廣徳寺橋などの公共土木施設の災

害復旧工事の精算見込みや進捗状況などを踏まえ、翌年度に繰り越すとして計上させて

いただいております。 

  続きまして１５８ページをお願いいたします。 

  １３款２項１目の財政調整基金費でございますが、０００１財政調整基金は、令和６

年度中の定期預金等の運用益の補正額としまして１２０万８，０００円を補正するもの

であります。 

  なお、この財政調整基金の令和６年度末の現在高でございます。あくまで予算ベース

でございますが、前年度末に比較しますと９，９８２万４，０００円の増額となりまし

て、１１億２６４万７，０００円となる見込みでございます。 

  以上が一般会計の主な補正内容となります。 

  私からの説明は以上となります。教育委員会関係の補正につきましては、教育長がご

説明申し上げます。ご審議の上、ご可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（石川交三君） 畑澤教育長 

○教育長（畑澤政信君） 私から教育委員会関係の一般会計補正予算の主な内容ついてご

説明申し上げますが、事業費の確定や精算又は実績見込みによる補正につきましては、

説明を簡略化又は割愛させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

  それでははじめに、歳入についてご説明申し上げます。 

  ４０ページをお願いします。 

  １３款１項６目教育使用料２５６万６，０００円の減額は、山村開発センターと屋内

温水プールの使用実績見込みによる補正であります。 

  ５８ページをお願いします。 

  １７款１項１目１節０７一般寄附金（学校教育課分）２０万円の増額は、大窪胃腸科

内科医院院長大窪天三幸様より特別支援教育充実のためにといただきました寄附金を計
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上したものであります。 

  ６２ページをお願いします。 

  １８款２項９目学校給食費無償化基金繰入金１９１万８，０００円の減額は、令和６

年１月から１２月分までの学校給食費補助実績による補正であります。 

  ６８ページをお願いします。 

  ２０款６項５目納付金６節社会教育事業納付金１９０万円の減額は、屋内温水プール

で実施している水泳教室の指導料実績見込みによる補正であります。 

  続きまして歳出について主なものを申し上げます。 

  １３０ページをお願いします。 

  ８款４項５目公園管理費０００１雀館運動公園管理費８９万円の減額は、会計年度任

用職員の報酬及び手当等の実績見込みによるものと、光熱水費の使用実績見込みによる

補正であります。 

  １３６ページをお願いします。 

  １０款１項２目事務局費０００４放課後児童健全育成事業の４節１１社会保険料は、

「すずむしクラブ」会計年度任用職員の社会保険料について４万６，０００円を計上し

ております。同じく１１節０１通信運搬費は、「すずむしクラブ」の電話料の増により

５，０００円を計上しております。０００７放課後児童学習支援事業の１節０４職員報

酬は、「わかすぎくらぶ」会計年度任用職員の報酬について、３月までの支出見込みに

より６万円増額しております。 

  １４０ページをお願いします。 

  １０款２項１目小学校管理費０００１管理費一般の１０節０５光熱水費は、小学校の

電気代の増により８０万５，０００円を計上しております。同じく０６修繕料は、小学

校体育館の器具庫ドアなどの修繕費用として２６万２，０００円を計上しております。

同じく２目小学校教育振興費０００１教育振興費一般の１２節１４児童通学交通費委託

料は、スクールバス及びスクールタクシーの運行内容の変更により２１４万６，０００

円を計上しております。同じく１７節０３教育用備品購入費は、特別支援教育に係る備

品購入費として１２万４，０００円を計上しております。 

  １４２ページをお願いします。 

  １０款３項１目中学校管理費０００１管理費一般の１０節０５光熱水費は、中学校の

電気代の増により２７万８，０００円を計上しております。同じく１７節０２施設用備
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品購入費は、来年度新設となる特別支援学級に必要な備品を購入するため、１４万３，

０００円を計上しております。同じく２目中学校教育振興費０００１教育振興費一般の

１７節０３教育用備品購入費は、特別支援教育に係る備品購入費として８万２，０００

円を計上しております。 

  １４４ページをお願いします。 

  １０款４項１目社会教育総務費０００６放課後子ども教室推進事業１５万円の減額は、

事業実績見込みによる補正であります。同じく２目社会教育施設管理運営費０００１中

央公民館２８万円の減額は、公民館運営審議会委員の旅費の実績見込みによるものと、

１３節０３事務機器借り上げ料につきましては、看板プリンターのリース更新見送りに

よるものであります。同じく００１２杉沢交流センター友愛館１９万５，０００円の減

額は、施設管理の出務実績に伴う報償費と、光熱水費の使用実績見込みによる補正であ

ります。 

  １４８ページをお願いします。 

  １０款５項１目保健体育総務費０００１保健体育総務費一般８０万８，０００円の減

額補正は、スポーツ推進委員の報酬及び旅費の実績見込みによるものものと、燃料費の

使用実績見込みによるものであります。また、７節０１部活動移行に伴う指導者への謝

礼につきましては、中学校からの申し出により、１８節０２補助金から謝礼金ヘ予算換

えするものであります。同じく０００５全町体育祭１０万７，０００円の減額補正は、

台風１０号による災害発生に備え、事業中止に伴う精算によるものであります。１０款

５項２目学校給食費０００２学校給食管理運営費の１１節０３手数料は、調理員のノロ

ウイルス検査追加実施分の費用として４万４，０００円を計上しております。０００３

学校給食費無償化事業の１８節０２－０１学校給食費無償化補助金１７９万２，０００

円の減額は、補助金の実績見込みによる補正であります。同じく２４節０２学校給食費

無償化基金積立金は、基金の運用益について１万７，０００円を計上しております。 

  １５０ページをお願いいたします。 

  １０款５項３目保健体育施設管理運営費０００２屋内温水プール２２０万円の減額は、

燃料費と光熱水費の使用実績見込みによる補正であります。 

  以上、３月補正予算の主なものについてご説明申し上げましたが、よろしくご審議の

上、ご可決賜りますようお願いいたします。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑を許します。 
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             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑はないものと認めます。 

  お諮りいたします。本案のこれが審査については、関係部分を関係各常任委員会に付

託することにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第１９号の審査について

は、関係部分を関係各常任委員会に付託することに決定いたします。 

  次に、議案第２０号、令和６年度五城目町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

を議題といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。澤田石副町長 

○副町長（澤田石清樹君） すいません、提案する前に一つ、先ほど一般会計補正予算に

おきまして冒頭の提案説明の部分にちょっと誤りの発言がございましたので、訂正をさ

せていただきたいと思います。 

  冒頭の部分で第１条の部分の説明でございまして、「歳入歳出からそれぞれ１１億８，

４３９万８，０００円を減額する」としておりましたが、１０億ちょっと余計な分減額

ということで話をしてしまいました。正しくは、「歳入歳出からそれぞれ１億８，４３

９万８，０００円を減額する」となります。大変申し訳ございませんでした。この訂正

をよろしくお願いいたします。 

  それでは、予算書の１６５ページをお願いいたします。 

  議案第２０号、令和６年度五城目町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）につき

まして、提案理由をご説明申し上げます。 

  本案は、本年度の決算を見込んだ補正予算となっております。 

  補正額は、第１条にありますように歳入歳出からそれぞれ３６２万５，０００円を減

額し、補正後の予算総額を１１億６，３１０万２，０００円とするものであります。 

  歳入におきましては、国保税は調定実績によりまして減額し、県支出金は実績見込み

による、これも減額、そして前年度からの繰越金については全額予算計上させていただ

いております。また、歳出におきましては、総務費、そして保険給付費などの実績見込

みによる補正を行うほか、財政調整基金には新たに３，０００万円を積み立てる予算計

上とさせていただいております。 

  説明は以上となります。ご審議の上、ご可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げ
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ます。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑を許します。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑はないものと認めます。 

  お諮りいたします。本案のこれが審査については、教育民生常任委員会に付託するこ

とにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第２０号の審査について

は、教育民生常任委員会に付託することに決定いたします。 

  次に、議案第２１号、令和６年度五城目町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

を議題といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。澤田石副町長 

○副町長（澤田石清樹君） 予算書の２０９ページをお願いいたします。 

  議案第２１号、令和６年度五城目町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）、提

案理由をご説明申し上げます。 

  本案は、本年度決算を見込んだ補正予算でございます。 

  補正額は、第１条にありますように歳入歳出からそれぞれ４４０万２，０００円を減

額し、補正後の歳入歳出予算を１億５，５０８万９，０００円とするものであります。 

  歳入におきましては、繰入金、繰越金、いずれも実績見込みによる補正であり、繰越

金に関しては全額予算計上をさせていただいております。歳出におきましては、後期高

齢者医療広域連合納付金として保険料の還付金の実績見込みを計上させていただいてお

ります。 

  説明は以上となります。ご審議の上、ご可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑を許します。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑はないものと認めます。 

  お諮りいたします。本案のこれが審査については、教育民生常任委員会に付託するこ

とにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 
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○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第２１号の審査について

は、教育民生常任委員会に付託することに決定いたします。 

  次に、議案第２２号、令和６年度五城目町介護保険特別会計補正予算（第３号）を議

題といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。澤田石副町長 

○副町長（澤田石清樹君） 予算書の２２５ページをお願いいたします。 

  議案第２２号、令和６年度五城目町介護保険特別会計補正予算（第３号）の提案理由

をご説明申し上げます。 

  本案は、本年度決算を見込んだ補正予算でございます。 

  補正額は、第１条にありますように、保険事業勘定は歳入歳出からそれぞれ１億１，

４８３万３，０００円を減額し、補正後の歳入歳出予算総額を１９億８４８万８，００

０円とするものであります。 

  歳入におきましては、保険料をはじめ、いずれも実績見込みによる補正であり、この

前年度繰越金についても今回の補正で全額予算計上をさせていただいております。歳出

におきましても、総務費、保険給付費、地域支援事業など実績見込みによる補正であり

ます。 

  なお、収支不足の調整のため、介護給付費準備基金につきましては７５８万６，００

０円の取り崩しを計上しております。 

  説明は以上となります。ご審議の上、ご可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑を許します。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑はないものと認めます。 

  お諮りいたします。本案のこれが審査については、教育民生常任委員会に付託するこ

とにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第２２号の審査について

は、教育民生常任委員会に付託することに決定いたします。 

  次に、議案第２３号、令和６年度五城目町障害認定事業特別会計補正予算（第１号）

を議題といたします。 
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  本案について提案理由の説明を求めます。澤田石副町長 

○副町長（澤田石清樹君） 予算書の２７１ページをお願いいたします。 

  議案第２３号、令和６年度五城目町障害認定事業特別会計補正予算（第１号）、提案

理由をご説明申し上げます。 

  本案は、繰越金、審査会の運営費の本年度決算を見込んだ補正予算であります。 

  補正額は、第１条にありますように歳入歳出からそれぞれ９万１，０００円を減額し、

補正後の歳入歳出予算総額を３８９万５，０００円とするものであります。 

  説明は以上となります。ご審議の上、ご可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑を許します。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑はないものと認めます。 

  お諮りいたします。本案のこれが審査については、教育民生常任委員会に付託するこ

とにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第２３号の審査について

は、教育民生常任委員会に付託することに決定いたします。 

  次に、議案第２４号、令和６年度五城目町水道事業会計補正予算（第４号）を議題と

いたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。澤田石副町長 

○副町長（澤田石清樹君） 予算書の２８１ページをお願いします。 

  議案第２４号、令和６年度五城目町水道事業会計補正予算（第４号）につきまして、

提案理由をご説明申し上げます。 

  第２条のところをご覧いただきたいと思いますが、収益的収支は精算見込みによる補

正でございます。収入の第１款事業収益では、給水収益の減額などによりまして８２２

万７，０００円を減額補正としまして、支出の第１款事業費用では、薬品費、それから

動力費を減額しまして、馬場目浄水場のフェンスや長面の送水ポンプ場の送水ポンプの

修繕による資産減耗費の増額によりまして、全体では３３２万５，０００円の減額補正

としております。 

  その下の第３条となりますが、資本的支出は精算見込みによる補正でありまして、収
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入の第１款のところを見ていただきますと、資本的収入では、工事等の精算見込みによ

りまして企業債１００万円を減額補正としまして、支出の第１款資本的支出では、配水

設備改良工事などの精算見込みにより１２３万７，０００円を減額補正としております。 

  次に、２８２ページをお願いします。 

  第４条となりますが、企業債の補正についてでございます。配水設備改良事業及び浄

水設備更新事業に係る起債の限度額を２，２８０万円とするものであります。 

  ページ、２８４ページをお願いいたします。 

  キャッシュ・フローの計算書でございますが、今回のこの補正によりまして、一番上

段の１の当年度純損失は６，８９６万５，０００円となり、下段のⅥの資金の期末残高

でございますが、３億８，４８６万６，０００円となる見込みでございます。 

  説明は以上となります。ご審議の上、ご可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑を許します。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑はないものと認めます。 

  お諮りいたします。本案のこれが審査については、総務産業常任委員会に付託するこ

とにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第２４号の審査について

は、総務産業常任委員会に付託することに決定いたします。 

  次に、議案第２５号、令和６年度五城目町下水道事業会計補正予算（第４号）を議題

といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。澤田石副町長 

○副町長（澤田石清樹君） 予算書の２８９ページをお願いいたします。 

  議案第２５号、令和６年度五城目町下水道事業会計補正予算（第４号）の提案理由及

び主な補正内容などについてご説明を申し上げます。 

  第２条のところをご覧いただきたいと思いますが、第２条の資本的収支につきまして

は精算見込みによる補正でございまして、収入の第１款資本的収入では、１２月の補正

で追加しました内水浸水対策実施設計業務の財源に企業債を計上し、加えまして人件費

の高騰による業務委託費の増となったことから、一般会計からの出資金を増額し、合わ
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せて１４５万１，０００円を増額補正とさせていただいております。支出の第１款資本

的支出では、流域下水道建設負担金の減、それから人件費等の高騰による内水浸水対策

実施設計業務の額の増によりまして、建設改良費１４３万５，０００円を増額補正とさ

せていただいております。 

  下の第３条でございますが、企業債の補正についてであります。流域下水道整備事業

の負担金及び公共下水道整備事業の雨水管渠等に係る起債の限度額を、それぞれ４９０

万円、それと１，１００万円とするものであります。 

  次に、２９１ページをお願いします。 

  キャッシュ・フローの計算書でございますが、今回の補正によりまして、上段の１の

当年度純利益は１７９万２，０００円となりまして、下段のⅥの資金期末残高は１億１，

８６１万３，０００円となる見込みであります。 

  説明は以上となります。ご審議の上、ご可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑を許します。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑はないものと認めます。 

  お諮りいたします。本案のこれが審査については、総務産業常任委員会に付託するこ

とにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第２５号の審査について

は、総務産業常任委員会に付託することに決定いたします。 

  次に、議案第２６号、令和７年度五城目町一般会計予算を議題といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。澤田石副町長 

○副町長（澤田石清樹君） それでは、令和７年度当初予算書の１ページをお願いいたし

ます。 

  議案第２６号、令和７年度五城目町一般会計予算につきまして、提案理由をご説明申

し上げます。 

  本案につきましては、町長施政説明でも申し上げましたとおり、物価高が続く状況の

中で各種施策を達成するため、財源確保に注力し、また、各種事業については、重要度

や必要性などの観点から精査を行い、効率的で持続可能な事業を実施することを編成の
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基本方針とするとともに、総合発展計画などの各種事業計画の推進と合わせ、令和７年

度からの「第７次行政改革推進プログラム」でもお示ししておりますけれども、住民が

安全・安心に暮らせるまちづくりを目標に掲げて編成させていただいたものでございま

す。 

  はじめに、第１条からご説明しますが、第１条のところをご覧ください。令和７年度

一般会計当初予算でございますが、歳入歳出総額をそれぞれ５９億６，１００万円とし

ております。前年度比２億７，６００万円の減、率にして４．４％の減となっておりま

す。 

  次に、下の第２条でございますが、地方債は、地方創生推進事業など１６事業、総額

３億２，２３０万円となる起債につきまして、その目的、限度額などを定めておりまし

て、その具体な内容につきましては、８ページの「第２表地方債」のとおりでございま

す。説明は省略します。 

  次に、第３条の一時借入金でございますが、借入れの最高額は１０億円、昨年と同じ

でございますが、１０億円として定めております。 

  続きまして９ページの歳入歳出予算事項別明細書をお願いします。 

  はじめに、歳入について、前年度予算額と比較し説明を申し上げます。 

  第１款町税でございますが、営業所得は減、農業所得・給与所得は昨年並みと見込み

まして、前年度比１，２４８万３，０００円の減、率にして１．７％の減の７億２１１

万１，０００円を計上しております。 

  ２款譲与税でございますが、森林環境譲与税など、前年度と同額の１億２８５万７，

０００円を計上しております。 

  ７款地方消費税交付金、これは６年度の実績見込みによりまして、前年度比２，５５

３万６，０００円増の、率にして１２．６％増の２億２，８３７万６，０００円を計上

しております。 

  １０款地方交付税でございますが、地方財政計画に計上されております地方交付税が

対前年比で１．６％増となっておりますことと、近年の本町への交付決定額も踏まえま

して、前年度比９，１７４万２，０００円増、率にして３．３％増の２９億円を計上し

ております。 

  １４款の国庫支出金でございますが、災害復旧費国庫負担金の減によりまして、前年

度比５億３，５９６万５，０００円の減、率にしまして４７．７％減の５億８，８４５



 

- 177 - 

万７，０００円を計上しております。 

  １５款の県支出金でございますが、過年度の農地農業用施設小災害復旧費補助金の皆

減、全て減額となりました。このことによりまして、前年度比５，５５９万円の減額、

率にして１０．４％減の４億８，０６２万８，０００円を計上しております。 

  １８款の繰入金でございますが、基金からの繰入金では、歳入歳出の収支不足を補う

ための財源としまして財政調整基金の取り崩しを増額としてございます。これによりま

して、前年度比で２億４，０３４万円増の、率にしますと１９９．９％増の３億６，０

５９万７，０００円を計上しております。 

  １９款繰越金でございますが、昨年度は存置計上でございますが、今年度は４，００

０万円の計上となっております。 

  ２１款町債でございます。各公共施設のＬＥＤ化の更新事業、それから次期総合防災

情報システムの整備事業、それと消防署指令システム更新事業などによりまして多くの

増額となっておりますが、過年災害復旧関係事業の減によりまして、前年度より５，７

１０万円減の率にしますと１５．１％減となりますが、３億２，２３０万円を計上して

ございます。 

  以上が歳入となりますが、次に歳出についてご説明申し上げます。 

  １０ページをお願いいたします。 

  ２款の総務費でございます。電算業務費、それから人件費が大きく伸びてございまし

て、前年度比３億６，１５２万９，０００円の増、率にして５７．１％の増の９億９，

４６０万円を計上しております。 

  続いて民生費になりますが、地域福祉計画、新たな計画の策定や防犯防災対策費の増、

それから災害関係の救助費の減であったり、福祉医療費の減に伴いまして、前年度より

１，０９５万２，０００円の減、率にして０．７％の減の１５億９，８３９万８，００

０円を計上しております。 

  ４款の衛生費でございますが、予防接種費、それから保険事業費、それと清掃総務費

の大きな増となっておりまして、前年度比６，１８５万円の増、率にしますと１５．４％

の増で４億６，４５９万円を計上しております。 

  次、６款の農林水産業費でございますが、団体営土地改良事業、それと担い手・農地

総合対策推進事業、それと森林環境譲与税事業などが増えており、前年度より５，４３

７万２，０００円増の、率にしますと１７．０％増の３億７，４４７万１，０００円を
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計上しております。 

  ７款商工費でありますが、朝市振興費、そして各施設のＬＥＤ化の工事の増などによ

りまして、前年度より９１９万８，０００円増の率にして５．１％の増となって、１億

９，０３０万９，０００円を計上しております。 

  ８款の土木費でございますが、急傾斜地崩壊対策の事業、地方道路整備事業、立地適

正化計画策定業務のいろんなところの大きな増となり、前年度比４，７４７万３，００

０円増の、率にして１０．４％の増となる５億５２６万円を計上しております。 

  ９款の消防費でございますが、消防署指令システムの更新が主な増の要因になります

が、前年比の１億２，５８６万７，０００円の増、率にしまして４５．３％増の４億３

８３万円を計上しております。 

  １０款教育費でございますが、学校支援スタッフ配置事業、それから町民センター前

のロータリー補装工事などによりまして増えております。前年度比１，７１３万９，０

００円増、率にして３．２％増の５億６，０４０万７，０００円を計上しております。 

  １１款の災害復旧費、過年度災害復旧事業の農地農業用施設の皆減、全て減額となり、

前年度比較では９億４，３８０万３，０００円の減、率にしまして８７．７％減の１億

３，１９８万５，０００円を計上しております。 

  １２款の公債費につきましては、償還元金は増となってございます。これによりまし

て、前年度比では１，６７５万７，０００円の増、率にしまして２．９％増の６億１２

１万３，０００円を計上させていただいております。 

  続きまして、主な予算について歳入からご説明を申し上げます。 

  １２ページをお開きください。１款１項の町民税でございますが、１目個人は、前年

度の所得の実績を見込みまして、前年度比３０９万２，０００円の減の２億２，９３０

万８，０００円を計上しております。 

  続きまして１６ページでございます。 

  １款３項の軽自動車税であります。総登録台数、それから新規登録台数は共に増加し

ておりまして、昨年比較で見ますと１６４万６，０００円増額の３，３９４万１，００

０円を計上させていただいております。 

  １８ページをお願いします。 

  １款４項の市町村たばこ税でありますが、昨年度実績によりまして、昨年比較では１，

０９２万８，０００円減の４，８９０万４，０００円を計上しております。 
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  続いて２２ページから４０ページの揮発油譲与税から地方特例交付金まで、２２ペー

ジから４０ページまでのところでございますが、６年度の交付実績に基づき計上させて

いただいております。詳細説明は省略します。 

  続きまして４２ページをお開きください。 

  １０款１項の地方交付税でございます。先ほども申し上げましたけれども、２９億円

を計上させていただいております。 

  ４６ページから４９ページまでは、１２款の関係部分、分担金、負担金の関係になり

ますけれども、土地改良事業の分担金、老人施設への入所者の負担金、下水道事業会計

からの洪水ハザードマップ作成事業の負担金などが計上されております。 

  ５０ページをお願いします。 

  １３款１項の使用料でございますが、住宅使用料が大きく減となってございます。使

用料全体としましては２２９万４，０００円、前年度より少なく、２，７２６万４，０

００円を計上してございます。 

  続いて５４ページから５９ページをお願いしますが、ここは１４款の国庫支出金とな

ります。各事業に対する国の負担金、補助金などを計上してございますが、国庫支出金

全体では、先ほどもご説明しましたが、５億８，８４５万７，０００円となりますが、

主に増減となってるもののみご説明しますが、過年災害復旧事業関係が６億７，１７８

万円減額、それとデジタル基盤改革の支援補助金が逆に今年度６，０８０万ほど増えて

おりますし、児童手当負担金も１，９４８万８，０００円ほど増額となってございます。

詳細の説明を割愛させていただきます。 

  続いて県の支出金になりますが、６０ページから６７ページをお願いします。 

  これについても各事業に対する県の負担金であったり、補助金でございますが、県の

支出金全体額については、冒頭申し上げましたとおり４億８，０６２万８，０００円と

なります。主な増減について、これもご説明しますが、やはり過年災害復旧事業関係が

６，６５５万円の減額、それと災害救助費関係についても３，８７３万円減ということ

で、災害関係だけで県補助金が１億円ほど減となってございますが、担い手・農地総合

対策推進事業費補助金などが約４，０００万円ほどの増額となってございます。 

  続きまして６８ページから７１ページ、１６款の財産収入となりますが、１６款の財

産収入では、素材売払収入の減額などによりまして前年度より５８万円ほど減となって

ございます。 
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  続いて７２ページにあります１７款の寄附金でございますが、前年度と比較しまして

１，０００万円減の２，０００万１，０００円を計上してございます。 

  続いて７４ページから７７ページの１８款の繰入金についてでございますが、繰入金

のうちの財政調整基金に関しては、この基金の取り崩しによる基金の繰入などによりま

して、総額で２億４，０３４万円の増、繰入金の総額になりますが、３億６，０５９万

７，０００円を計上させていただいております。 

  続いて８０ページから９１ページをお願いいたします。 

  ２０款の諸収入でございます。これについては、全体で９３万９，０００円の減となっ

ております。 

  歳入の最後となりますが、９２ページをお願いいたします。 

  ２１款の町債でございます。各公共施設のＬＥＤ化更新事業の起債ということで総額

で３，８５０万円、それと次期総合防災情報システムの整備事業債に１，１１０万円、

それから消防の指令システム更新事業債として９，８６０万円などがございますが、今

回、臨時財政対策債は皆減、今年度はこの起債はなし、それから令和５年度の大雨災害

に関係する過年災害復旧事業債が減額となりまして、トータルでは昨年度より５，７１

０万円減の３億２，２３０万円を計上させていただいております。 

  歳入の説明は以上となります。 

  続いて歳出についてのご説明を申し上げますが、歳出全般にわたります職員人件費に

ついては、現員現給による予算計上としておりますので個別の説明は省略させていただ

きます。 

  なお、一般職の職員人件費につきましては、予算書の２８１ページの上段にあります

一般職の（１）総括にありますとおり、総額では、人件費の総額では前年度より４，４

８７万３，０００円増の９億５，６９７万７，０００円を計上させていただいておりま

す。 

  それでは、歳出における新規事業など主なものについてご説明をさせていただきたい

と思います。 

  ９４ページをお願いします。 

  １款１項の議会費でございます。０００２の議会活動費は、岡山県、そして東京都方

面への議員視察研修を含む経費などでございまして、昨年度より３６２万８，０００円

増の８５６万３，０００円を計上しております。 
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  続きまして９８ページをお願いいたします。 

  ２款１項１目の一般管理費０００４の電算業務費でございますが、全国的なシステム

の標準化に伴うシステム改修経費、それから国が整備するガバメントクラウドの利用料

を含む経費など、前年度と比べますと１億３，３１１万２，０００円の増の２億１，３

５５万１，０００円を計上しております。 

  続きまして１０４ページをお願いします。 

  １０４ページの２款１項５目の財産管理費の０００１の財産管理費でございますが、

旧大川小学校の樹木の剪定・伐採、そして杉沢地区生活改善センターの解体の工事費の

経費など、昨年度より１，９４２万２，０００円の増の２，２８３万４，０００円を計

上しております。 

  続いて１０８ページをお願いします。 

  ０００３地域公共交通対策事業でございますが、乗合いタクシー事業については、こ

の２月から本町部まで利用者が拡大したこと、それから新たに運行委託事業者に対する

利用促進補助金を計上したことなどによりまして、前年度比６８９万４，０００円増の

３，１２０万５，０００円を計上しております。次の０００４の地域おこし協力隊活動

事業でございますが、Ｊ１ＣＡの研修生を受け入れての地域おこし協力隊インターンに

関する経費など、昨年度より６１４万円増の１，０９４万円を計上しております。 

  続いて１１２ページをお願いします。 

  １１２ページの２款１項１０目の自治振興費０００２の町功労者（式典）でございま

すが、来年度、町制施行７０周年の年を迎えます。町功労者式典の開催方法も含め現在

対応について検討中であり、存置計上とさせていただいております。 

  続いて１１８ページをお願いします。 

  １１８ページの２款３項１目の戸籍住民基本台帳費の０００１でございます。マイナ

ンバーカードの５年の更新を迎えます。この更新者に対する会計年度任用職員の配置、

それからまた振り仮名の法改正に伴う通知書作成の業務委託に係る経費などによりまし

て、昨年度より６９８万４，０００円の増の１，１０７万６，０００円を計上しており

ます。 

  続きまして１２６ページをお願いします。 

  ２款５項２目、１２６ページの２款５項２目の指定統計調査費の０００１の細目でご

ざいますが、その下の００９８の職員人件費と合わせましてですが、５年に１回行われ
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ます国勢調査に要する経費でございまして、合わせて５３０万８，０００円を計上させ

ていただいております。 

  続きまして１３４ページ、１３４ページをお願いします。 

  ３款１項２目の老人福祉費の０００２の敬老事業でございます。敬老福祉の集いでの

寿状の交付を廃止、また、新たに９０歳になられる方への長寿祝い品を新たに贈呈する

としたことなどによりまして、前年度より１０５万９，０００円増の２７０万９，００

０円を計上させていただいております。次の０００４の長寿祝金の事業でございますが、

先ほど寿条例の改正でもご説明しましたが、９０歳の方への祝い金の支給をやめ、敬老

福祉の集いでの長寿祝い品の贈呈に切り替えたということなどによりまして、前年度比

１７８万円減の１１７万７，０００円を計上しております。 

  続いて１３８ページをお願いします。 

  １３８ページの３款１項４目防犯防災対策費の０００１の細目でございますが、防災

マップの更新、それから役場前の交差点への防犯カメラの設置、そして県の総合防災情

報システムの更新に要する費用など、昨年より１，９３５万５，０００円増の２，８５

９万８，０００円を計上しております。 

  続きまして１４４ページをお願いします。 

  １４４ページの３款２項２目児童措置費の０００１の細目でございますが、子どもの

数の見込みなどによる施設型給付費の増、それからもりやまこども園に対する特別支援

保育事業補助金の制度の拡充などによりまして、昨年度より１，０７２万１，０００円

の増の２億１，１９４万１，０００円を計上しております。０００２の児童手当支給費

でございますが、この児童手当につきましては令和６年の１０月から高校生世代まで対

象が拡充されております。この制度改正もございまして、前年度比で１，００８万１，

０００円増の８，４８２万５，０００円を計上してございます。 

  続いて１５６ページの４款１項１目、１５６ページの４款１項１目の保健衛生総務費

の０００４の予防接種費でございますが、今回、帯状疱疹の任意接種に加えまして、新

たに６５歳以上については定期接種としたこと、そしてまた６５歳以上の新型コロナウ

イルス感染症予防接種を追加したことなどによりまして、昨年よりは１，１１８万円増

の４，３６４万９，０００円を計上しております。 

  続きまして１６０ページをお願いします。 

  １６０ページの４款１項２目環境衛生費の０００３空家対策推進事業でございますが
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空家、危険空家でございますが、この解体撤去費の補助金を拡充するなど、昨年に比較

し４４８万５，０００円を増額し、６４５万６，０００円を計上しております。 

  続いて１６６ページをお願いします。 

  １６６ページの４款３項１目の清掃総務費０００１の清掃総務費でございますが、八

郎湖周辺クリーンセンターの大規模な修繕が出てきております。これに伴い、八郎湖周

辺清掃事務組合への負担金の増額などによりまして、昨年度比で２，９２５万７，００

０円増の１億１，７６０万円を計上しております。 

  続きまして１７６ページをお願いします。 

  １７６ページの６款１項５目農地費の０００１の農地費一般でございますが、大川稗

田尻地区と潟端地区の団体営農業水路等長寿命化事業の負担金などで３６８万１，００

０円を計上してございます。それと０００３のため池等整備事業については、真崎堰地

区の水路改修の増などによりまして、５８１万円、昨年より増の７５８万９，０００円

の負担金などを計上してございます。 

  続いて１７８ページをお願いします。 

  ０００６の団体営土地改良事業でございますが、町下地区の団体営農業水路等長寿命

化事業などでございまして、２，２７３万円、昨年より増えまして３，２７３万円を計

上しております。それから、６款１項６目の経営所得安定対策事業の０００２の細目で

ございますが、農地中間管理事業による集積・集約化活動を行う各団体に対しましての

協力金でございますが、前年度比で見ますと３，８５０万８，０００円増の４，０１１

万３，０００円を計上しております。 

  続いて１８４ページ、１８４ページの６款２項２目の林業振興費の０００６の細目を

お願いします。譲与税関係になりますが、捨て切りの間伐委託事業、それから航空レー

ザーにより得たデータをもとに森林資源を解析する業務、それから林業従事者の育成を

図るためのチェーンソーの講習会受講補助金などを合わせて４，４０７万５，０００円

を計上してございます。 

  続きまして１８６ページの６款２項４目の林道建設費でございますが、その中の００

０２の林道補修事業でございます。譲与税の基金を活用した事業ということで、森山猿

田沢線などの補修工事に係る経費などを２，０１０万６，０００円を計上しております。 

  続いて１８８ページの６款２項６目の森山森林公園の管理費０００１の細目でござい

ますが、新たに冬期間用の森林資料館駐車場の仮設トイレ、４か月分でございますが、
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これの借上料、それから森林資料館に登っていきます四渡園のところの通路が崩壊して

ございまして、その改修工事など合わせまして１，４６６万７，０００円を計上させて

いただいております。 

  続いて１９６ページをお願いします。 

  １９６ページの７款１項３目の観光費でございまして、０００４のきゃどっこまつり

でございます。今回、盆踊り関係経費を分離しまして、その分については１０款の生涯

学習課関係経費に予算計上したことによりまして、４５万円の減となりまして１５５万

円を計上させていただいております。次の７款１項４目の市場の施設費でございます。

０００１の朝市振興費でございますが、集落支援員制度を活用しまして「朝市活性化支

援員」１名を配置し、全国朝市サミット開催や朝市出店者を支援する補助金を含む経費

など、合わせまして７４２万６，０００円を計上させていただいております。 

  続きまして１９６ページから２０１ページにわたりますけれども、７款１項５目の観

光施設の管理経費でございます。その中で０００１の赤倉山荘から０００７の清流の森

までの、この中における指定管理料につきましては、物価高騰、それから人件費の高騰

などによりまして、この影響を加味しまして指定管理料に関しましては増額を計上して

おります。赤倉山荘など５つの施設についての委託料について、合わせまして総額で２

００万円の増額となる予算を計上させていただいております。５施設分での２００万円

の増でございます。 

  続きまして２０６ページをお願いします。 

  ８款２項３目の道路新設改良の０００１の地方道路整備事業の交付金事業でございま

すが、５，３４５万５，０００円増の１億１，６２８万２，０００円を計上しておりま

す。主な事業となりますが、恋地大橋の橋梁補修詳細設計の業務委託、それから五城目

外環状線の舗装改良、そして寺庭橋の橋梁の補修などを計画しております。 

  続いて２０８ページをお願いします。 

  ０００２の単独道路整備事業でございますが、合わせまして１，５０２万６，０００

円を計上しておりますが、主な事業としましては、蓬内台公民館線の道路改良、それと

樋口下樋口線の道路舗装改良などを計画しております。 

  続いて２１２ページをお願いいたします。 

  ８款４項１目の都市計画総務費の０００１の都市計画総務費の一般でございますが、

立地適正化計画の策定、それと合わせて行います都市計画基礎調査の業務に係る経費な
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ど、前年度より１，７４８万５，０００円の増となる１，７９５万円を計上してござい

ます。それから８款４項６目の公共下水道費の０００１の下水道事業費でございますが、

令和５年度以来取り組んでございます下水道事業会計への内水浸水対策業務に係る伐採

業務であったり、内水ハザードマップ分の負担金など、昨年度より１３５万円の減とな

りますが、１億７，４３３万９，０００円を計上しております。 

  続きまして２２０ページをお願いします。 

  ９款１項１目の０００２の車輔管理費でございますが、緊急消防援助隊の出動時の燃

料費を含む経費など、前年度比７万２，０００円増の３４７万３，０００円を計上して

おります。同じく０００３の施設管理費でございますが、消防庁舎内の修繕、それから

指令台の情報システム更新事業、それと薬師山の基地局の雷害、雷の関係でございます

が、その修理工事など、前年度比１億２００万６，０００円増の１億１，６９３万８，

０００円を計上しております。 

  続いて２２２ページをお願いします。 

  ９款１項３目消防施設費でございますが、０００１の細目にあっては、県の工事に伴

う長面防火水槽の撤去工事業務などを含めまして、合わせて２２７万８，０００円を計

上しております。 

  続いて２６８ページまで飛びますが、２６８ページの１１款１項１目の農地農業用施

設災害復旧費の０００１の細目をお願いいたします。２６８ページの１１款１項１目の

０００１の細目でございますが、令和５年度の大雨災害で堆積しました農地等の土砂除

去に係る捨て場として農事組合法人山ゆりにより協力していただいておりまして、消防

署向かいの土地になりますが、用地借用の補償費を含む経費など、合わせまして１，５

３０万６，０００円を計上しております。 

  続いて２７０ページにあります１１款２項１目の公共土木施設災害復旧費の０００２

の細目でございますが、廣徳寺橋災害復旧事業の完成後に行います仮設施設の撤去など

に係る経費として、１，５４８万７，０００円を計上しております。 

  続いて２７２ページでございますが、１２款１項の公債費でございます。元金は増額

となり、５億７，４７９万６，０００円、利子については若干の減ではございますが、

２，６４１万７，０００円を計上しております。 

  私からの説明は以上となります。教育委員会関係の予算につきましては、先ほどと同

様、教育長がご説明を申し上げます。ご審議の上、ご可決賜りますよう、よろしくお願



 

- 186 - 

い申し上げます。 

○議長（石川交三君） 畑澤教育長 

○教育長（畑澤政信君） 私から教育委員会関係の一般会計予算の主な内容についてご説

明申し上げます。 

  はじめに、歳入についてご説明申し上げます。 

  ４８ページをお願いします。 

  １２款２項１目民生費負担金２節児童福祉費負担金０２学童保育クフブ費１４７万円

及び０３学習支援クラブ費５４万６，０００円は、学童保育「すずむしクラブ」及び学

習支援「わかすぎくらぶ」の利用料であります。 

  ５０ページをお願いします。 

  １３款１項６目教育使用料１節社会教育使用料１０８万４，０００円は、山村開発セ

ンターと杉沢交流センター友愛館の使用料として、２節保健体育使用料４３５万６，０

００円は、圏民体育館と屋内温水プールの使用料として計上したものであります。 

  ５６ページをお願いします。 

  １４款２項６目教育費国庫補助金１節小中学校費補助金５１万７，０００円及び２節

社会教育費補助金３４８万６，０００円は、特別支援児童生徒に対する学用品や給食費

などに対する補助金及び「すずむしクラブ」の運営費に対する交付金であります。 

  ６２ページをお願いします。 

  １５款２項２目民生費県補助金２節児童福祉費補助金０３放課後児童健全育成事業費

補助金３４８万６，０００円は、「すずむしクラブ」の運営費に対する県補助金であり

ます。 

  ６４ページをお願いします。 

  同じく７目教育費県補助金１８５万円は、学校支援活動や放課後子ども教室「わらし

ベ塾」の運営費、地域ぐるみの学校安全対策整備推進事業「スクールガードリーダー」

及び学校支援スタッフ配置事業に対する県補助金であります。 

  ６６ページをお願いします。 

  １５款３項７目教育費委託金１節教育費委託金２万８，０００円は、幼稚園や文化財

の認可に対する権限移譲推進交付金であります。 

  ７６ページをお願いします。 

  １８款２項９目１節学校給食費無償化基金繰入金２，３７６万９，０００円は、学校
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給食費無償化事業に充てる基金繰入金であります。 

  ８６ページをお願いします。 

  ２０款４項４目教育費貸付金元利収入１節育英資金回収金５４万円は、育英資金の貸

付に係る回収金であります。 

  ９０ページをお願いします。 

  ２０款６項５目納付金３節日本スポーツ振興センター保護者負担金１５万５，０００

円及び６節社会教育事業納付金６６６万円は、児童生徒の怪我や事故に対する保険の保

護者負担金及び温水プールで開催する各種水泳教室の指導料であります。同じく６目雑

入１節雑入生涯学習課分１１万９，０００円は、各施設に設置してある自動販売機の電

気使用料が主なものです。 

  ９２ページをお願いします。 

  ２１款１項８目教育債１節社会教育債１８０万円は、大川地区公民館体育館のＬＥＤ

化に伴い地区公民館照明器具更新事業債を活用するものであります。 

  続きまして歳出について主なものを申し上げます。 

  ２１４ページをお願いします。 

  ８款４項５目公園管理費０００１雀館運動公園管理費１，３４６万円は、雀館運動公

園の維持管理に係る経常的経費で、会計年度任用職員の報酬及び光熱水費、保守管理委

託料が主なものであります。 

  ２２４ページをお願いします。 

  １０款１項１目教育委員会費０００１教育委員会費一般１１９万円は、教育委員会の

運営に係る経常的経費で、委員報酬が主なものであります。同じく２目事務局費０００

１学校用事務費５３０万円は、小・中学校における消耗品費であります。０００２事務

局用事務費５１３万円は、不登校児童生徒相談員などの謝礼金、小・中学校の廃棄物処

理委託料及び負担金等の経費が主なものであります。 

  ２２６ページをお願いします。 

  ０００３車輌管理費１，０９５万７，０００円は、研修バス「すずむし号」の運行委

託料が主なものであります。 

  ２２８ページをお願いします。 

  ０００４放課後児童健全育成事業１，４０９万６，０００円は、学童保育「すずむし

クラブ」の運営に係る経常的経費で、会計年度任用職員報酬と総合管理業務委託料が主
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なものであります。０００５児童生徒学校生活サポート事業２，４０７万２，０００円

は、支援が必要な児童生徒などに対し学校生活をサポートする経費で、会計年度任用職

員の報酬が主なものであります。０００７放課後児童学習支援事業４４６万円は、学習

支援「わかすぎくらぶ」の運営に係る経常的経費で、会計年度任用職員報酬が主なもの

であります。 

  ２３０ページをお願いします。 

  ００１０学校支援スタッフ配置事業１４０万８，０００円は、子どもたちの多様な学

びを支える指導体制の充実を図るための経費で、会計年度任用職員の報酬が主なもので

あります。こちらは、国・県の補助事業となっております。 

  ２３２ページをお願いします。 

  同じく３目教育助成費０００３育英資金貸付６０７万３，０００円は、高校生・大学

生・大学院生を対象とした教育資金貸付に係る経費であります。同じく４目外国青年招

致事業費０００１外国青年招致事業費５１２万１，０００円は、ＡＬＴの就業に係る経

費であります。 

  ２３４ページをお願いします。 

  １０款２項１目小学校管理費０００１管理費一般５，５０８万３，０００円は、小学

校の管理運営に係る経常的経費で、会計年度任用職員報酬、光熱水費、建物総合保守管

理業務委託料が主なものであります。 

  ２３６ページをお願いします。 

  同じく２目小学校教育振興費０００１教育振興一般２，８１３万１，０００円は、小

学校の教育振興に係る経常的経費で、スクールバス等の運行委託料が主なものでありま

す。０００３コンピュータ導入事業９２７万４，０００円は、小学校の情報教育を充実

させるための経常的経費で、事務機器借上料及びフィルタリングソフトなどのライセン

ス使用料が主なものであります。 

  ２３８ページをお願いします。 

  １０款３項１目中学校管理費０００１管理費一般４，１２２万９，０００円は、中学

校の学校管理運営に係る経常的経費で、会計年度任用職員報酬及び光熱水費、建物総合

保守管理業務委託料が主なものであります。また、照明設備のＬＥＤ化のための費用と

して、物品借上料１９３万６，０００円を計上しております。 

  ２４０ページをお願いします。 
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  ０００２学校施設整備事業１２３万２，０００円は、中学校の男子更衣室と校務員室

のエアコン修繕に係る工事費であります。同じく２目中学校教育振興費０００１教育振

興一般１，４５７万２，０００円は、中学校の教育振興に係る経常的経費で、スクール

バス等の運行委託料が主なものであります。０００３コンピュータ導入事業８１３万５，

０００円は、中学校の情報教育を充実させるための経常的経費で、事務機器借上料及び

フィルタリングソフトなどのライセンス使用料が主なものであります。 

  ２４２ページをお願いします。 

  １０款４項１目社会教育総務費０００１総務費一般３９８万９，０００円は、社会教

育全般に係る経常的経費及び各種団体への補助金が主なものですが、ふるさと愛郷基金

の繰入金を活用して「みんなの学校」運営委託料を計上しております。０００２生涯学

習推進事業１７万４，０００円は、生涯学習奨励員活動に対する経費であります。００

０３二十歳のつどい４２万９，０００円は、二十歳のつどい開催に係る経費が主なもの

であります。 

  ２４４ページをお願いします。 

  ０００４文化財保護対策事業３５万円は、文化財保護審議会開催に係る経費や文化財

保護全般に係る経費を計上しております。０００５学校支援活動事業３７万３，０００

円は、ボランティアによる学校支援活動に係る経費で、コーディネーターへの謝礼金が

主なものであります。０００６放課後子ども教室推進事業１１８万３，０００円は、「わ

らしベ塾」開催に係る経費で、講師等ヘの謝礼金が主なものであります。 

  ２４６ページをお願いします。 

  ０００７伝統文化こども教室事業１７万円は、子ども天翔太鼓教室開催に係る経費を

計上したものであります。０００８郷土芸能事業６９万４，０００円は、番楽競演会と

番楽教室の開催に係る経費でありますが、テント横幕の費用として備品購入費を計上し

ております。０００９教育留学事業６１万２，０００円は、県外の小・中学生を対象に、

地域の特性を活かした五城目型教育留学ヘ係る経費で、コーディネーターへの謝礼金、

ウェブコンテンツ更新業務委託料、補助金が主なものであります。同じく２目社会教育

施設管理運営費０００１中央公民館１０７万４，０００円は、公民館運営審議会の開催

に係る経費をはじめ、中央公民館活動に係る経常的経費が主なものであります。 

  なお、今年度より単独事業となる盆踊り大会の補助金を計上しております。 

  ２４８ページをお願いします。 
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  ０００２山村開発センター２，６６１万３，０００円は、会計年度任用職員の報酬及

び施設の光熱水費、保守管理委託料等、施設管理に係る経常的経費が主なものですが、

ＬＥＤ化に伴う電気設備改修工事や町民センター前の舗装工事等のための工事請負費７

８５万４，０００円を計上しております。０００３馬川地区公民館から０００８内川地

区公民館までは、各地区公民館の施設管理運営委託料及び活動費補助金が主なものです

が、森山地区公民館については誘導灯設備修繕料、大川地区公民館については体育館Ｌ

ＥＤ化工事に伴う工事請負費、内川地区公民館については高圧機器撤去に伴う作業委託

料及び低圧電力移行のための工事請負費を計上しております。 

  ２５２ページをお願いします。 

  ０００９北部地区コミュニティ施設１６万３，０００円は、新おせど会館の運営に係

る経常的経費が主なものであります。００１０文化の館４１６万４，０００円は、文化

の館の運営に係る経常的経費が主なものであります。 

  ２５４ページをお願いします。 

  ００１１花いっぱい推進事業１７４万２，０００円は、町の花いっぱい運動の推進に

係る経費が主なものであります。００１２杉沢交流センター友愛館６４０万２，０００

円は、杉沢交流センター友愛館の会計年度任用職員の報酬、施設管理運営に必要な経常

的経費で会計年度任用職員の報酬及び光熱水費、修繕料が主なものであります。 

○議長（石川交三君） 教育長ちょっとお待ちください。ちょっと中断してください。 

  ここで会議時間を延長いたします。 

  すいませんでした、続行してください。 

○教育長（畑澤政信君） それでは続けていきます。２５６ページをお願いします。 

  ００１３五城目地区公民館４７万１，０００円は、五城目地区公民館の活動に係る経

費が主なものであります。００１４地域図書室７０７万１，０００円は、会計年度任用

職員の報酬及び図書購入費が主なものですが、環境整備のための施設用備品購入費を計

上しております。同じく３目の学級費ですが、０００１高齢者学級「率浦大学」の運営

に係る経費として１２万８，０００円、２５８ページ、０００２書道通信講座の運営に

係る経費として９万２，０００円、０００３国際理解講座では異文化交流に係る経費と

して１３万６，０００円をそれぞれ計上しております。 

  ２６０ページをお願いします。 

  １０款５項１目保健体育総務費０００１保健体育総務費一般４７９万３，０００円は、
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スポーツ推進委員活動に係る経費及び各種大会等への補助金が主なものであります。 

  ２６２ページをお願いします。 

  ０００２都市交流事業４１万円は、姉妹都市提携を締結している千代田区とのスポー

ツ交流に係る経費が主なものであります。０００３スポーツ少年団支援事業２０万円は、

町のスポーツ少年団に対する活動費の補助金が主なものであります。０００４地域スポー

ツ活動推進事業８３万５，０００円は、各種スポーツ交流事業やスポーツ教室の運営に

係る経費で、講師謝礼金が主なものであります。同じく２目学校給食費０００１要、準

要保護児童生徒給食奨励事業２５３万６，０００円は、要、準要保護児童生徒の学校給

食費を扶助するための経常的経費であります。０００２学校給食管理運営費３，１２１

万３，０００円は、小・中学校の給食管理運営に係る経常的経費で、会計年度任用職員

報酬と消耗品費や燃料費などの需用費が主なものであります。 

  ２６４ページをお願いします。 

  １７節０２施設用備品購入費は、中学校の角釜立体炊飯器購入代３９０万４，０００

円を計上しております。０００３学校給食費無償化事業２，３７７万円は、学校給食費

無償化に要する補助金であります。同じく３目保健体育施設管理運営費０００１圏民体

育館９５１万７，０００円は、会計年度任用職員の報酬及び燃料費や光熱水費、保守管

理委託料等施設管理に係る経費が主なものであります。０００２屋内温水プール５，１

８０万３，０００円は、燃料費や光熱水費、施設管理に係る経費及びプールの運営等業

務委託に係る経費が主なものであります。また、１階機械室廃排気ファン交換工事と高

圧機器更新工事のための工事請負費２５９万６，０００円を計上したものであります。 

  以上、教育委員会関係の予算についてご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、

ご可決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑を許します。８番松浦議員 

○８番（松浦真君） もう長時間になっているので、一つだけ、私のほうの委員会じゃな

いので、総務産業のほうのことについて一つだけ確認させてください。 

  ９７ページのところの総務課の職員管理費の総務職員と書いてるところですが、これ、

事務事業の検証シートをいただきまして、それと見比べておりました。そうするとです

ね、昨年もこの旅費のところが職員研修と書いておりまして、４７万７，０００円とあ

ります。で、その事務事業検証シートを見ているとですね、職員研修の受講率が令和４

年度は５９．６％、令和５年度が３８．５％、そして令和６年度の見通しは２８．２％
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と毎年下がっています。私がここで言いたいのは、これから１２名職員を採用されます

し、まあ１６名になるべきだと思いますけども、１２名採用される中で、より職員の雰

囲気とか、この庁舎内の職員の研修も重要だっていうことは、私以外の椎名議員とか荒

川町長も議員時代におっしゃられたと思います。そういう研修の費用が４７万７，００

０円しか、もし私の勘違いであればいいんです。もっとあればいいんですが、１３０名

の職員に対して４７万７，０００円の、そして主にｅラーニングを中心とした研修費用

しか積んでないということは、何か未来に対してどうなんだろうということをちょっと

考えたりします。あとは、そのｅラーニングや受講費用の発生しない研修を行うことを

優先すると事務事業検証シートにもありますが、実際にこう、まあ場所を変えて行わな

いと学べない研修もあるんじゃないかということもこれは過去質疑させていただいたこ

ともありますので、この点について、この４７万７，０００円しか本当にないのか、そ

れ以外にも予算があるのかどうかについても含め、細かいのは委員会でしていただきた

いんですが、簡単にご説明いただきたいと思います。あと、もしよければ、町長として

職員の研修の在り方、令和７年度に向けて町長は何かもし方針あれば教えていただきた

いと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（石川交三君） 東海林総務課長 

○総務課長（東海林博文君） ８番松浦議員にお答えいたします。 

  おっしゃるとおり、確かにこの４７万７，０００円というのが職員研修の現状の全て

でございます。ただし、おっしゃるとおり年々受講率というのが下がっておりまして、

その辺は何とかいろいろ、ＪＩＡＭなり、ＪＡＭＰなり、そういったところに受講でき

るように今年度は強く進めていきたいというふうに思っております。 

  また、自席でｅラーニングというのは、もっと手軽にやってるような感じには見受け

ているんですけども、それ以外のやっぱり実際に出向いて他町村の職員らと交流し合い

ながらやる研修もぜひ推し進めていきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） 荒川町長 

○町長（荒川滋君） 昨日、中村議員の一般質問にも答弁したとおりでありますけども、

やはり費用をかけるところはかけて研修を受けてもらってスキルアップを図って、職員

全体にそれが波及するように努めていきたいと思っております。 

○議長（石川交三君） ほかに。７番石川議員 
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○７番（石川重光君） 私のほうからは、質問というよりもお願いでございますけれども、

２款１項６目企画費、ページ数にしますと１０８・１０９ページです。その中の０００

４地域おこし協力隊活動事業１，０９４万円となっております。もう一つ、０００６集

落支援員活動事業６２５万円。いずれも内訳が業務処理等委託料と一本になっておりま

す。この内訳が分からないので、まあ当委員会に、まあ総務産業常任委員会のほうに付

託になる案件かと思いますけれども、その委員会までに資料を提出していただければと

思います。で、内容は、今の話した２つの事業の節ごとの、恐らく節ごと、まあ予算の

積み上げでこの金額になったと思いますけれども、節ごとの予算を７年度当初と６年度

当初の２つを比較した形での表を提出してもらえればなというふうにお願いしたいと思

います。いかがでしょう。 

○議長（石川交三君） 柴田まちづくり課長 

○まちづくり課長（柴田浩之君） ７番石川議員にお答え申し上げます。 

  予算の内訳につきましては、事業者より見積もりを提出していただいて、その見積も

りによりまして予算を提案させていただいてるものでございます。作成、節ごとにしま

すと、それまでその資料をまた職員が手で分けた上でご提出という形になりますので、

少々お時間をいただきたいと思いますが、よろしい・・・はい、思います。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） ほかに。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑は終わったものと認めます。 

  ５番中村議員 

○５番（中村司君） 教育民生のほうに関係することだと思うんですが、先ほどの予算の

ほうで１３４ページ、あと議案のこれ１３号とも関係してくることなんですが、敬老事

業のほうで長寿祝い金とのこの兼ね合いなんですが、９０歳、今まで９０歳の方にはお

金を出してあったんですね、お祝い金やったっていうことですよね。で、今回は物にす

るということですね。で、１００歳の方については、要するに１０年以上住んでる方に

１０万円やると。で、その、もう一回その何でそういうふうにするのかということを一

応確認したくてですね、説明をお願いしたいと思います。 

  で、もう一つ合わせて、広報のほうに９０歳なれば写真で、町長と一緒に写真載りま

すよね。どこどこ町内と。じゃ、それはあとなくなるということなのか。それ合わせて
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聞きたいと思います。 

○議長（石川交三君） 舘岡健康福祉課長 

○健康福祉課長（舘岡裕美君） 中村議員にお答えいたします。 

  寿条例、条例改正に伴いまして、長寿祝い金については９０歳のお祝い金を廃止とい

うことに関しましては、高齢化が進んでいるということで、事業の見直し、スクラップ・

アンド・ビルドの中のスクラップということになるかと思いますが、まず事業の見直し

の一環として、９０歳の祝い金は見直ししたいなということであります。そのかわりに、

福祉のつどいの時に９０歳の方にお祝い品を、まあ１万円相当ということでお祝い品を

考えておりまして、今のところ、町長、副町長とも相談をしておるところでございます。

という形です。 

○議長（石川交三君） ５番中村議員 

○５番（中村司君） ということは、写真の、広報に載せる９０歳のあの写真は、あとな

くなるということでしょうか。ですか。 

○議長（石川交三君） 舘岡健康福祉課長 

○健康福祉課長（舘岡裕美君） おっしゃるとおり、９０歳の方についてはお祝いという

形がなくなりますので、写真、広報の写真の掲載もなくなるということでございます。 

○議長（石川交三君） ほかに。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑は終わったものと認めます。 

  お諮りいたします。本案のこれが審査については、関係部分を関係各常任委員会に付

託することにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第２６号の審査について

は、関係部分を関係各常任委員会に付託することに決定いたします。 

  次に、議案第２７号、令和７年度五城目町国民健康保険特別会計予算を議題といたし

ます。 

  本案について提案理由の説明を求めます。澤田石副町長 

○副町長（澤田石清樹君） 予算書の２８７ページをお願いいたします。 

  議案第２７号、令和７年度五城目町国民健康保険特別会計予算の提案理由をご説明申

し上げます。 
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  第１条にありますように、令和７年度国民健康保険特別会計の当初予算につきまして

は、歳入歳出総額をそれぞれ１１億７，４００万円としております。昨年比較で見ます

と１，８５０万２，０００円の減、率にして１．６％減の内容となってございます。 

  主な予算内容についてご説明します。 

  ２９１ページの明細書をご覧いただきたいと思います。 

  主なものについて、前年度予算と比較してご説明申し上げます。 

  １款の国民健康保険税につきましてですが、現行の税率をもとにして積算しまして、

昨年予算と比較し１，８５０万２，０００円減の１億４，６４３万９，０００円を計上

してございます。 

  飛びまして６款の繰入金でございますが、一般会計からの繰入金などを見込みまして、

昨年度と比較し１４３万１，０００円減の９，２０４万４，０００円を計上しておりま

す。 

  なお、財政調整基金の取り崩しに関しては、存置計上とさせていただいております。

当初予算においては。 

  続いて歳出の主なものをご説明申し上げます。 

  ２９２ページをお願いいたします。 

  ２款の保険給付費でございますが、過去の医療費や被保険者数をもとに推計しまして、

昨年と比較し７万８，０００円増の９億１，４５１万１，０００円を計上しております。 

  それから、３款の国民健康保険事業費納付金でございますが、これも令和６年度の納

付実績などに基づきまして２億４，３９３万４，０００円を計上しております。 

  説明は以上となります。ご審議の上、ご可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑を許します。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑はないものと認めます。 

  お諮りいたします。本案のこれが審査については、教育民生常任委員会に付託するこ

とにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第２７号の審査について

は、教育民生常任委員会に付託することに決定いたします。 
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  次に、議案第２８号、令和７年度五城目町後期高齢者医療特別会計予算を議題といた

します。 

  本案について提案理由の説明を求めます。澤田石副町長 

○副町長（澤田石清樹君） 予算書の３５９ページをお願いします。 

  議案第２８号、令和７年度五城目町後期高齢者医療特別会計予算、提案理由をご説明

申し上げます。 

  第１条にありますように、令和７年度後期高齢者医療特別会計の当初予算は、歳入歳

出総額それぞれ１億６，０３６万５，０００円としております。昨年度と比較し１２４

万６，０００円の増、率にして０．８％の増となっております。 

  次に、３６３ページをお願いいたします。 

  歳入歳出事項別明細書によりますが、はじめに歳入の主なものについてご説明します。 

  第１款の保険料については、現行の料率をもとに積算しまして、トータルで昨年より

２３７万９，０００円増の１億４８７万３，０００円を計上してございます。 

  ３款繰入金については、基盤安定の繰入などでございますが、昨年の予算と比較し１

１１万９，０００円の減としまして５，５０１万９，０００円を計上してございます。 

  次、３６４ページをお願いいたします。 

  歳出の主なものをご説明します。 

  ２款の後期高齢者医療広域連合納付金でございますが、昨年度より１１４万５，００

０円の増の１億５，８７９万円を計上しております。 

  説明は以上となります。ご審議の上、ご可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑を許します。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑はないものと認めます。 

  お諮りいたします。本案のこれが審査については、教育民生常任委員会に付託するこ

とにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第２８号の審査について

は、教育民生常任委員会に付託することに決定いたします。 

  次に、議案第２９号、令和７年度五城目町介護保険特別会計予算を議題といたします。 
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  本案について提案理由の説明を求めます。澤田石副町長 

○副町長（澤田石清樹君） 予算書の３９５ページをお願いいたします。 

  議案第２９号、令和７年度五城目町介護保険特別会計予算の提案理由をご説明申し上

げます。 

  第１条にありますとおり、令和７年度介護保険特別会計の当初予算でございますが、

保険事業勘定の歳入歳出予算総額をそれぞれ１９億６，２９１万１，０００円としてお

ります。前年度比４，５５３万５，０００円の増、率にして２．４％の増となっており

ます。 

  介護サービス事業勘定の歳入歳出の予算の総額でございますが、それぞれ５２６万５，

０００円としております。これについては、昨年より１２万２，０００円の増、率にし

て、これも２．４％の増となっております。 

  続きまして４０３ページをお願いします。 

  歳入歳出予算事項別明細書によりまして、保険事業勘定における歳入の主なものから

ご説明をさせていただきます。 

  １款の保険料でございますが、現行の第９期の介護保険事業に基づく料率をもとに積

算しておりまして、昨年度と比較しますと３，６４８万１，０００円の減の２億９，０

６５万７，０００円を計上しております。 

  ３款の国庫支出金は、介護給付費の負担金であったり、調整交付金などでございまし

て、トータルで５億２，０１６万８，０００円を計上しております。 

  飛びますが、８款の繰入金でございます。介護給付費準備基金の繰入などでございま

して、昨年と比較し５，８３２万５，０００円の増の３億５，１９８万１，０００円を

計上してございます。 

  続いて歳出の主な内容をご説明申し上げますが、４０４ページをお願いいたします。 

  ２款の保険給付費でございますが、前年度実績をもとに算出しまして、昨年度より３，

２００万円増の１８億７，６４５万３，０００円を計上しております。 

  ４款の基金の積み立てについては、存置計上としております。 

  次に、介護サービス事業勘定について主な予算内容について説明しますが、４９３ペー

ジ、飛びますが４９３ページをお願いします。 

  歳入歳出予算事項別明細書になります。４９３ページのその明細書について歳入より

ご説明しますが、第１款につきましては、介護予防サービス計画費の収入ということで



 

- 198 - 

５２６万２，０００円。 

  あとそれから、歳出が次のページの４９４ページになりますが、１款の諸支出金とし

て、保険事業勘定繰り出しとしましてトータルの５２６万５，０００円を計上してござ

います。 

  説明は以上となります。ご審議の上、ご可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑を許します。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑はないものと認めます。 

  お諮りいたします。本案のこれが審査については、教育民生常任委員会に付託するこ

とにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第２９号の審査について

は、教育民生常任委員会に付託することに決定いたします。 

  次に、議案第３０号、令和７年度五城目町障害認定事業特別会計予算を議題といたし

ます。 

  本案について提案理由の説明を求めます。澤田石副町長 

○副町長（澤田石清樹君） 予算書の５０７ページをお願いいたします。 

  議案第３０号、令和７年度五城目町障害認定事業特別会計予算の提案理由をご説明申

し上げます。 

  第１条にありますとおり、令和７年度障害認定事業特別会計の当初予算は、歳入歳出

総額をそれぞれ４１３万７，０００円としております。昨年度比較で１５万１，０００

円の増、率にして３．８％の増となってございます。 

  次に、主な予算内容についてご説明申し上げますが、はじめに歳入についてでござい

ます。 

  ５１４ページをお願いいたします。 

  １款１項１目でございますが、障害認定事業負担金でございます。本町を除く構成３

町村（八郎潟町・井川町・大潟村）からの負担金として２３６万円を計上してございま

す。 

  続いて５１６ページをお願いします。 
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  ２款１項１目の一般会計繰入金でございますが、本町分の負担分として１４５万６，

０００円を計上しております。 

  次に歳出となりますが、５２４ページをお願いします。 

  ５２４ページの１款１項１目の一般管理費の０００１の細目でございますが、事務費

としまして２７３万４，０００円を計上しております。 

  あと続いて５２６ページでございますが、２款１項１目の認定審査会費の０００１の

細目でございます。委員報酬など１３７万３，０００円を計上しております。 

  説明は以上となります。ご審議の上、ご可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑を許します。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑はないものと認めます。 

  お諮りいたします。本案のこれが審査については、教育民生常任委員会に付託するこ

とにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第３０号の審査について

は、教育民生常任委員会に付託することに決定いたします。 

  次に、議案第３１号、令和７年度五城目町水道事業会計予算を議題といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。澤田石副町長 

○副町長（澤田石清樹君） 予算書の５３１ページをお願いいたします。 

  議案第３１号、令和７年度五城目町水道事業会計予算、提案理由及び予算内容につい

てご説明を申し上げます。 

  はじめに、第３条、収益的収入及び支出でございますけれども、収入の第１款事業収

益に２億２１４万４，０００円、支出、第１款事業費用に２億５，８０８万１，０００

円を計上しております。 

  続きまして５３２ページをお願いいたします。 

  第４条の資本的収入及び支出でございますが、収入の第１款資本的収入に１億１，９

３０万５，０００円、支出、第１款の資本的支出に１億９，５８６万円を計上し、収支

不足額７，６５５万５，０００円は、過年度分損益勘定留保資金などを補填するものと

しております。 
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  次に、第５条、企業債でございますけれども、配水設備改良事業及び浄水設備更新事

業について、起債の限度額を９，３４０万円としております。 

  次に、主な事業についてご説明を申し上げます。 

  ５３４ページをお願いいたします。 

  収益的支出における１款１項１目の原水及び浄水費の目の部分でございますけれども、

浄水場及び杉沢浄水場などの各種設備の修繕費に６１８万６，０００円を計上しており

ます。同じく３目の業務及び総係費においては、水道料金改定を見据えた審議会委員の

報酬、そして旅費に関する経費６７万５，０００円、料金改定に向けた審議会運営、そ

して資料作成支援業務に関する経費４０１万５，０００円を計上しております。 

  続いて５３５ページをお願いします。 

  下の表になりますけれども、資本的支出における１款１項配水施設改良費においては、

黒土地区と石崎地区の配水管の布設工事費などを合わせまして２，９９５万３，０００

円を計上しております。同じく２目の営業設備費においては、給水車購入費２，５４５

万４，０００円を計上しております。 

  続きまして５３６ページをお願いします。 

  キャッシュ・フロー計算書でございますけれども、上段の１、当年度純損失は６，３

２８万９，０００円を見込み、下段のⅥ、資金期末残高は３億４，２９０万６，０００

円となる見込みで計上させていただいております。 

  説明は以上となります。ご審議の上、ご可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑を許します。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑はないものと認めます。 

  お諮りいたします。本案のこれが審査については、総務産業常任委員会に付託するこ

とにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第３１号の審査について

は、総務産業常任委員会に付託することに決定いたします。 

  次に、議案第３２号、令和７年度五城目町下水道事業会計予算を議題といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。澤田石副町長 
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○副町長（澤田石清樹君） 予算書の５５１ページをお願いいたします。 

  議案第３２号、令和７年度五城目町下水道事業会計予算、提案理由及び予算内容をご

説明申し上げます。 

  はじめに、第３条、収益的収入及び支出でございますけれども、収入の第１款事業収

益に２億８，１４９万９，０００円、支出、第１款事業費用に２億７，５５３万円を計

上しております。 

  次に、５５２ページをお願いします。 

  第４条、資本的収入及び支出でありますけれども、収入、第１款資本的収入に１億８，

６５９万８，０００円、支出、第１款資本的支出に２億６，５３７万３，０００円を計

上し、収支不足額７，８７７万５，０００円は、過年度分損益勘定留保資金などを補填

するものとしております。 

  次に、第５条、企業債でございますが、流域下水道整備事業債、それとフラップゲー

トを整備する公共下水道整備事業債、あとは資本費平準化債について、起債の限度額を

総額で１億６，６００万円としております。 

  次に、第６条の一時借入金でございますが、借入れの最高額を１億円として定めてお

ります。 

  次に、主な事業についてご説明します。 

  ５５４ページをお願いいたします。 

  下の表になりますが、収益的支出において、１款１項１目管渠費に、中川原の樋門改

修に係る樹木の伐採業務に関係する経費５０万６，０００円、それから下水道の各ポン

プ場の修繕に関する経費４５４万３，０００円を計上しております。同じく３目の総係

費には、下水道使用料改定を見据えた審議会委員の報酬などの経費９万円、それから内

水浸水対策や使用料改定に向けた審議会運営、それから資料作成支援業務に関する経費

３９６万６，０００円を計上しております。 

  続いて５５５ページをお願いします。 

  ５５５ページの下の表の資本的支出でございますが、１款１項２目流域下水道建設費

負担金が６２１万１，０００円、同じく３目の雨水管渠建設改良費に、中川原・東磯ノ

目の樋門改修、フラップゲートの設置でございますが、この関係経費６，０００万円を

計上しております。 

  続きまして５５６ページをお願いします。 
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  キャッシュ・フローの計算書でございますけれども、上段の当年度純利益でございま

すが、６７４万５，０００円を見込み、下段のⅥの資金期末残高は１億２，４６６万６，

０００円となる見込みとしております。 

  説明は以上となります。ご審議の上、ご可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑を許します。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑はないものと認めます。 

  お諮りいたします。本案のこれが審査については、総務産業常任委員会に付託するこ

とにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第３２号の審査について

は、総務産業常任委員会に付託することに決定いたします。 

  本日まで受理した請願・陳情は、請願・陳情文書表のとおりに所管の常任委員会に付

託しましたので、報告いたします。 

  以上で本日の会議は全部終了いたしました。 

  本日はこれで散会いたします。 

  明日は各常任委員会の開催であります。よろしくお願いいたします。長時間、大変ご

苦労様でした。 
 
 

             午後 ５時３６分 散会 

 

 


